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『古事記』「軽太子物語」における注文の寓意性（長見菜子）

『
古
事
記
』「
軽
太
子
物
語
」
に
お
け
る
注
文
の
寓
意
性

│
│
金
属
表
記
が
示
す
意
味
│
│

長
　
　
見
　

菜
　

子

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド
:
①
上
代
文
学
　
②
古
事
記
　
③
語
部
　
④
氏
族
伝
承
　
⑤
金
属
﹈

は
じ
め
に

　『
古
事
記
』
允
恭
記
に
、
允
恭
天
皇
の
皇
太
子
〈
軽
太
子
〉
と
同
母
妹
〈
軽
大
郎
女
・
衣
通
王
〉
の
悲
恋
物
語
が
あ
る
。
こ
の

物
語
は
十
二
首
も
の
歌
謡
を
含
む
こ
と
か
ら
、
物
語
の
抒
情
性
や
歌
謡
物
語
と
し
て
の
性
格
を
主
題
と
す
る
研
究
が
盛
ん
に
行
わ

れ
て
き
た
。

　
軽
太
子
物
語
の
特
徴
と
し
て
は
、
武
器
に
関
す
る
詳
細
な
注
文
も
そ
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。『
古
事
記
』
で
は
政
治
闘

争
が
描
か
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
、
矢
に
使
用
さ
れ
た
金
属
素
材
に
至
る
ま
で
武
器
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
允
恭

記
の
「
軽
太
子
物
語
」
の
注
文
に
限
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
軽
太
子
物
語
の
注
文
を
検
証
し
た
論
考
の
数
は
非

常
に
少
な
い︶

1
︵

。

23/10/02

人
文
科
学
論
集
32

理想社

学
習
院
大
学
様

本文
103

～

135
頁
三
　
校

1
　
通



104

学習院大学人文科学論集 XXXII（2023）

　
注
目
す
べ
き
は
、
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
軽
太
子
が
作
成
し
た
矢
〈
軽
箭
〉
が
、
銅
を
素
材
と
す
る
矢
だ
と
明
記
さ
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。
対
し
て
、
軽
太
子
を
打
倒
し
皇
位
に
つ
い
た
人
物
で
あ
る
穴
穂
皇
子
が
作
成
し
た
〈
穴
穂
箭
〉
は
、「
今
時
の
矢
」

と
注
さ
れ
る
こ
と
か
ら
「
鉄
鏃
の
矢
」
を
指
す
と
み
な
さ
れ
る
。
注
文
に
よ
っ
て
、〈
銅
〉
と
〈
鉄
〉
と
い
う
矢
を
構
成
す
る
素

材
の
対
比
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
矢
の
素
材
を
記
し
、
武
器
の
仔
細
を
語
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
筆
者
は
物
語
の
古
層
に
あ
た
る

伝
承
や
そ
れ
を
保
有
し
て
い
た
者
達
の
性
格
、
お
よ
び
彼
ら
が
聞
き
知
っ
た
歴
史
に
起
因
す
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
稿

で
は
、
物
語
が
確
立
す
る
前
段
階
に
、
軽
太
子
の
伝
承
を
語
り
継
い
だ
と
さ
れ
る
〈
語
部
〉
と
そ
の
管
掌
氏
族
に
焦
点
を
当
て
、

こ
の
問
題
を
考
察
す
る
。
ま
た
、
両
者
の
職
掌
や
物
語
の
舞
台
と
な
る
地
域
の
性
質
等
を
参
考
に
、〈
銅
〉
と
〈
鉄
〉
と
い
う
二

種
類
の
金
属
が
強
調
さ
れ
る
注
文
の
特
異
性
を
、
改
め
て
検
証
し
た
い
。

一
、
軽
箭
の
定
義

　
ま
ず
、
問
題
に
す
る
『
古
事
記
』
の
該
当
箇
所
を
あ
げ
る︶

2
︵

。

⋮
是
を
以
て
、
百
官
と
天
の
下
の
人
等
と
、
軽
太
子
を
背
き
て
、
穴
穂
御
子
に
帰
り
き
。
爾
く
し
て
、
軽
太
子
、
畏
み
て
、

大
前
小
前
宿
禰
大
臣
が
家
に
逃
げ
入
り
て
、
兵
器
を
備
へ
作
り
き
〈
爾
の
時
に
作
れ
る
矢
は
、
其
の
箭
の
内
を
銅
に
せ
り
。

故
、
其
の
矢
を
号
け
て
軽
箭
と
謂
ふ
〉。
穴
穂
王
子
も
、
亦
、
兵
器
を
作
り
き
〈
此
の
王
子
の
作
れ
る
矢
は
、
即
ち
今
時
の

矢
ぞ
。
是
は
、
穴
穂
箭
と
謂
ふ
〉。
⋮
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軽
太
子
が
製
作
し
た
矢
が
〈
軽
箭
〉、
政
敵
の
穴
穂
皇
子
が
製
作
し
た
矢
が
〈
穴
穂
箭
〉
と
称
さ
れ
る
。
穴
穂
箭
が
〈
鉄
鏃
の

矢
〉
で
あ
る
と
い
う
解
釈
に
は
諸
説
異
論
が
な
い
一
方
で
、
軽
箭
に
関
し
て
は
〈
内
〉
の
問
題
を
含
め
、
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ

て
き
た
。

　
注
文
に
お
い
て
軽
箭
は
「
内
を
銅
に
」
し
た
箭
で
あ
る
と
記
さ
れ
る
が
、
本
居
宣
長
は
「

銅
ア
カ
ガ
ネ
ニ
ス二

其
ノ
箭
之ノ

内
ヲ
一
は
、
内
ノ

字
は
前サ
キ

を
誤
れ
る
な
り
」
と
解
釈
し
、
矢
の
前
︵
サ
キ
︶
に
あ
る
鏃
が
銅
で
あ
る
矢
を
意
味
す
る
と
主
張
し
た︶

3
︵

。『
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
』、『
日
本
思
想
大
系︶

4
︵

』、『
記
紀
歌
謡
評
釈︶

5
︵

』
等
が
こ
の
説
を
支
持
し
て
い
る
。

　
対
し
て
『
日
本
書
紀
通
釈
』
は
、
矢
筈
が
手
の
内
に
収
ま
る
も
の
だ
と
解
釈
し
た
上
で
、〈
内
〉
を
矢
筈
の
意
と
み
な
し
、
軽

箭
は
矢
筈
の
部
分
を
銅
を
以
っ
て
作
っ
た
矢
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る︶

6
︵

。『
新
注
古
事
記︶

7
︵

』
の
よ
う
に
『
通
釈
』
に
倣
い
内
を
ハ
ズ

と
訓
す
る
注
釈
書
も
あ
る
が
、『
大
系
』
等
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
銅
の
継
筈
を
用
い
る
矢
が
存
在
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

　
西
宮
一
民
は
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
殆
ど
全
て
の
〈
内
〉
の
字
が
事
物
の
内
部
の
意
義
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
軽

箭
は
「
矢
竹
の
端
の
孔
内
に
銅
を
詰
め
て
、
ヤ
ジ
リ
と
し
た
も
の
」
で
あ
る
と
解
釈
し
た︶

8
︵

。
し
か
し
西
宮
が
主
張
し
た
形
状
の
矢

︵
鏃
︶
は
出
土
例
が
な
く
、
考
古
学
研
究
で
は
問
題
に
あ
が
ら
な
い
。
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
は
、『
古
事
記
大
成
』
の
「
そ
の
部

分
を
ウ
チ
︵
打
︶
な
ど
稱
し
た
こ
と
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
指
摘
も
あ
る︶

9
︵

。

　
ま
た
西
宮
は
、
穴
穂
箭
の
〈
穂
〉
の
字
義
に
は
「
秀
で
た
」
と
い
う
意
味
が
寓
意
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る︶

10
︵

。〈
穂
〉
と
〈
秀
〉

の
語
源
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
広
く
認
め
ら
れ
て
お
り
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
は
〈
穂
に
出
づ
〉
の
形
で
「
先
端
」
と
「
秀
で

る
︵
目
立
つ
︶」
の
両
義
を
掛
け
て
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る︶

11
︵

。

　
折
口
信
夫
は
〈
ほ
〉
の
原
義
に
関
し
て
、「「
う
ら
」
と
似
た
筋
路
に
立
つ
事
を
思
へ
ば
、
末ウ

ラ

・
梢ウ
ラ

・
表ウ
ラ

︵
う
ら<

う
れ
︶
同
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様
、
秀ホ

の
義
だ
と
も
言
へ
る
。
表
面
末
端
の
義
か
ら
、
さ
う
し
た
出
現
形
式
に
言
ふ
の
だ
と
説
け
ば
わ
か
る
。」
と
述
べ
、〈
う

ら
〉
と
〈
ほ
〉
の
関
係
性
を
指
摘
し
て
い
る︶

12
︵

。
上
代
に
お
け
る
〈
う
ら
〉
に
つ
い
て
は
、
野
田
浩
子
の
次
の
よ
う
な
主
張
が
あ
る︶

13
︵

。

⋮
裏
・
浦
・
占
は
い
ず
れ
も
ウ
ラ
で
あ
る
。
漢
字
を
嵌
め
る
こ
と
で
別
語
と
し
て
い
る
が
、
日
本
語
の
発
音
は
ウ
ラ
で
あ
る

か
ら
、
本
来
は
同
じ
こ
と
ば
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
⋮
︵
中
略
︶
⋮
「
裏
に
す
」︵
万
・
12
・
二
九
六
五
︶
と
い
う
言
葉
が

あ
る
。
裏
を
返
し
て
見
る
こ
と
、
裏
を
表
に
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
普
通
は
隠
れ
て
い
る
も
の
を
現
わ
す
こ
と

も
〈
う
ら
〉
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
上
代
に
は
末
・
心
も
ウ
ラ
と
い
っ
た
。
心
も
普
通
に
は
見
え
な
い
も
の
、
隠
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
内
の
こ
と
も
ウ
ラ
と
言
っ
た
︵
万
、
15
・
三
七
〇
五
︶。
ウ
ラ
は
心
の
中︵

内
︶

な
ど
と
解
釈
さ
れ
た
り
す
る
。
末

は
「
末う

ら
ば葉

」︵
記
・
一
〇
〇
な
ど
︶「
木こ

末ぬ
れ

」︵
万
、
6
・
九
二
四
︶
と
植
物
の
先
端
を
い
う
。「
末う
ら
か枯

れ
」︵
万
、
14
・
三
四

三
六
な
ど
︶
と
も
い
う
か
ら
、
植
物
と
し
て
の
生
成
変
化
が
真
先
に
現
れ
る
所
で
あ
る
。
見
え
な
い
し
捉
え
ら
れ
な
い
が
内

在
す
る
生
命
の
本
質
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
現
れ
る
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
で
〈
う
ら
〉
で
あ
る
。

　
上
代
に
お
い
て
は
、〈
内
〉
を
〈
う
ら
〉
と
発
語
し
た
と
す
る
指
摘
に
着
目
し
た
い
。
例
え
ば
『
万
葉
集
』
巻
八
に
あ
る
一
四

五
六
・
一
四
五
七
番
の
唱
和
歌
の
各
首
第
二
句
、「
一
よ
の
内
に
︵
一
四
五
六
︶」
お
よ
び
「
一
よ
の
内
は
︵
一
四
五
七
︶」
の
原

文
は
、「
一
与
能
内
尓
︵
一
四
五
六
︶」、「
一
与
能
裏
波
︵
一
四
五
七
︶」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、〈
内
〉
と
〈
裏
〉
が
通
用
し
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る︶

14
︵

。

　
ま
た
「
末う

ら
ば葉
」
の
例
か
ら
、
本
来
隠
れ
て
見
え
な
い
も
の
を
指
し
た
〈
う
ら
〉
が
、
内
包
す
る
も
の
が
表
面
化
す
る
際
、
変
化

が
最
も
早
く
顕
る
先
端
部
を
指
す
言
葉
へ
と
転
じ
た
経
緯
が
推
測
さ
れ
る
。〈
う
ら
〉
と
読
ま
れ
る
言
葉
︵
裏
・
内
・
末
⋮
︶
は
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事
物
の
内
側
を
意
味
す
る
反
面
、
表
に
現
れ
る
こ
と
を
示
す
〈
ほ
〉
に
通
じ
る
意
も
有
す
る
両
義
的
な
言
葉
だ
と
い
え
る
。
そ
の

意
義
に
鑑
み
る
と
、
注
文
の
〈
内
〉
の
読
み
は
〈
う
ら
〉
で
あ
っ
て
、
矢
の
先
端
部
を
指
す
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
以
上
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
軽
箭
を
「
銅
鏃
の
矢
」
と
み
な
す
の
が
穏
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
矢
の
構
成
部
位
の
う
ち
金
属

が
使
用
さ
れ
る
の
は
鏃
の
み
で
あ
り
、
西
宮
の
主
張
す
る
矢
︵
鏃
︶
が
考
古
学
的
に
問
題
に
な
ら
な
い
以
上
、
他
に
解
釈
の
仕
様

が
な
い
と
も
い
え
る
。
穴
穂
箭
が
鉄
鏃
の
箭
だ
と
す
る
解
釈
に
は
異
論
が
な
い
こ
と
か
ら
も
、
対
を
な
す
軽
箭
は
銅
鏃
の
矢
と
考

え
る
方
が
文
意
も
通
る
。
ま
た
〈
ほ
〉・〈
う
ら
〉
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、〈
内
︵
う
ら
︶〉
と
〈
穂
︵
ほ
︶〉
は
両
者
と

も
に
〈
先サ

キ

〉
の
意
義
で
用
い
ら
れ
た
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
軽
箭
を
銅
鏃
の
矢
と
推
定
し
論
を
進

め
る
。二

、
注
文
の
問
題
を
論
じ
た
先
行
研
究

　
軽
太
子
物
語
に
関
す
る
論
考
は
多
々
あ
る
が
、
注
文
に
関
す
る
も
の
は
、
管
見
の
限
り
で
は
二
編
の
み
で
あ
る
。
西
宮
一
民
は
、

注
文
の
表
記
か
ら
、
軽
箭
・
穴
穂
箭
の
形
状
や
機
能
を
推
測
し
て
い
る
。
軽
箭
を
〈
筒
状
に
な
っ
た
矢
竹
の
空
洞
︵
孔
︶
に
銅
を

詰
め
た
箭
〉
だ
と
解
釈
し
、
矢
竹
の
孔
に
詰
め
る
銅
の
分
量
が
少
な
く
、
重
量
が
軽
い
矢
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
の
命
名
だ
と
す
る
。

ま
た
部
民
で
あ
る
穴
穂
部
の
史
料
を
参
考
に
、
穴
穂
箭
の
〈
穴
穂
〉
は
「
金
︵
鉄
︶
穴
か
ら
採
れ
る
秀
で
た
も
の
」
即
ち
「
す
ぐ

れ
た
鉄
」
を
意
味
す
る
と
し
、
両
者
の
勝
敗
を
読
者
に
予
期
さ
せ
る
た
め
に
、
軽
箭
と
穴
穂
箭
の
実
体
や
機
能
性
が
注
文
に
明
記

さ
れ
た
と
指
摘
し
た︶

15
︵

。
前
述
し
た
よ
う
に
、
西
宮
の
主
張
す
る
軽
箭
の
形
状
は
考
古
学
研
究
上
で
問
題
に
な
ら
な
い
。
し
か
し
穴

穂
箭
に
関
す
る
考
察
、
お
よ
び
銅
鏃
の
矢
と
鉄
鏃
の
矢
が
二
人
の
皇
子
の
優
劣
や
物
語
の
展
開
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
う
主
張
は
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首
肯
で
き
る
。

　
服
部
剣
仁
矢
は
、
西
宮
の
〈
矢
の
優
劣
が
皇
子
の
優
劣
、
な
ら
び
に
物
語
の
展
開
を
暗
示
す
る
〉
と
い
う
指
摘
を
踏
襲
し
た
う

え
で
、
物
語
で
用
い
ら
れ
た
武
器
が
〈
矢
〉
で
あ
る
必
要
性
を
追
究
し
て
い
る
。
服
部
は
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
集
団
的
な
戦

闘
が
描
か
れ
た
例
を
検
証
し
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
矢
が
、
軍
勢
を
伴
う
集
団
的
な
戦
い
に
使
用
さ
れ
る
、
戦
争
の
た
め
の
武

器
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　「
天
皇
の
存
立
に
関
わ
っ
て
、
臣
下
の
支
持
が
特
に
問
題
と
な
る
天
皇
記
」
と
い
う
性
格
を
有
す
る
允
恭
記
に
お
い
て
、
軽
太

子
が
穴
穂
皇
子
の
作
成
し
た
矢
よ
り
も
性
能
の
劣
る
矢
を
作
成
し
た
と
記
さ
れ
る
の
は
、
軽
太
子
の
武
器
を
作
成
す
る
能
力
、
ひ

い
て
は
軍
勢
を
率
い
る
能
力
の
欠
如
を
示
唆
す
る
こ
と
で
、
臣
下
を
統
べ
る
能
力
の
な
い
、
天
皇
と
し
て
の
資
質
に
欠
け
た
存
在

で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
確
認
す
る
意
図
が
あ
る
、
と
主
張
す
る︶

16
︵

。

　
服
部
の
主
張
に
は
説
得
力
が
あ
り
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
〈
矢
〉
が
集
団
的
な
戦
い
に
用
い
ら
れ
る
主
要
な
武
器
と
し
て
扱

わ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
確
か
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
軽
太
子
の
資
質
不
足
が
語
ら
れ
る
意
義
に
つ
い
て
も
、
服
部
が
参
考

に
す
る
神
野
志
隆
光
や
矢
嶋
泉
の
指
摘︶

17
︵

の
ほ
か
、
都
倉
義
孝︶

18
︵

、
井
ノ
口
史︶

19
︵

、
伊
藤
剣︶

20
︵

、
後
山
智
香︶

21
︵

等
が
各
々
の
視
点
か
ら
論
じ
て

お
り
、
叙
述
方
法
の
一
つ
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
だ
が
、
西
宮
が
軽
箭
と
銅
の
関
係
性
に
焦
点
を
当
て
た
の

に
対
し
、
服
部
は
西
宮
の
指
摘
を
部
分
的
に
認
め
つ
つ
も
、
軽
箭
の
素
材
に
関
す
る
問
題
に
は
必
要
以
上
に
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。

　
筆
者
も
、
矢
の
優
劣
が
二
人
の
皇
子
の
優
劣
や
物
語
の
展
開
を
暗
示
し
て
お
り
、
ひ
い
て
は
軽
太
子
の
皇
太
子
と
し
て
の
資
質

の
不
足
を
強
調
す
る
意
図
を
有
す
る
、
と
い
う
両
者
の
主
張
を
支
持
し
て
い
る
。
し
か
し
『
古
事
記
』
に
お
い
て
矢
を
用
い
た
戦

闘
行
為
が
多
々
描
写
さ
れ
る
な
か
で
、
軽
太
子
物
語
の
み
が
武
器
の
金
属
素
材
を
注
し
て
い
る
点
は
一
際
異
彩
を
放
っ
て
お
り
、

従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
問
題
点
以
外
の
、
軽
太
子
物
語
の
特
異
性
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
特
異
性
を
考
え
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る
う
え
で
は
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
解
釈
に
留
ま
ら
ず
、
こ
の
物
語
が
テ
ク
ス
ト
化
さ
れ
る
以
前
の
〈
伝
承
〉
の
段
階
に
ま
で
遡

り
、
各
時
代
に
お
け
る
銅
鏃
・
鉄
鏃
の
用
途
や
、
伝
承
を
保
有
し
た
語
部
・
氏
族
の
問
題
を
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
。三

、
語
部
の
伝
承
目
的

　
続
い
て
、
物
語
が
テ
ク
ス
ト
化
さ
れ
る
以
前
に
こ
の
伝
承
を
語
り
継
い
で
い
た
者
達
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
軽
太
子
に
ま

つ
わ
る
伝
承
を
保
有
し
た
の
は
息
長
氏
だ
と
す
る
説
も
あ
る
が︶

22
︵

、
軽
太
子
の
名
代
で
あ
る
〈
軽
部
〉
と
解
す
る
説
が
主
流
で
あ
り
、

筆
者
も
軽
部
が
伝
承
を
語
り
継
い
だ
語
部
で
あ
る
と
考
え
る
。
軽
部
に
触
れ
た
代
表
的
な
論
考
と
し
て
は
御
子
柴
市
蔵︶

23
︵

、
菅
野
雅

雄
︶
24
︵

、
三
浦
祐
之︶

25
︵

、
守
屋
俊
彦︶

26
︵

の
論
考
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
守
屋
に
関
し
て
は
物
語
の
一
部
を
物
部
氏
の
祖
先
伝
承
と
し
て
扱
っ
て

い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。

　
語
部
に
つ
い
て
、
辞
書
で
は
「
古
代
に
お
い
て
古
伝
承
を
語
り
伝
え
、
公
式
の
儀
場
で
そ
れ
を
奏
す
る
こ
と
を
職
と
し
た
部︶

27
︵

」

と
い
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
一
般
的
に
は
儀
礼
に
際
し
て
宮
廷
に
召
集
さ
れ
、
寿
詞
を
奏
す
る
役
目
を
担
っ
た
者
達
だ
と

解
さ
れ
て
い
る
が
、
本
来
の
語
部
は
よ
り
多
様
な
役
割
を
果
た
す
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
語
部
に
関
す
る
論
究
が
多
々

あ
る
中
で
、
菅
野
雅
雄
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る︶

28
︵

。

古
代
に
於
け
る
伝
承
物
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単
純
に
口
か
ら
耳
へ
と
語
り
継
が
れ
た
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
背

後
に
、
各
々
の
物
語
を
語
り
伝
え
る
こ
と
を
為
事
と
し
た
「
語
部
」
と
呼
ば
れ
る
職
業
集
団
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
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今
更
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。
そ
の
語
部
が
、
或
る
も
の
は
朝
廷
直
属
の
部
民
で
あ
っ
て
皇
室
の
系
譜
・
本
辞
を
語
り
、

或
る
も
の
は
各
氏
族
の
氏
員
で
あ
っ
て
自
家
の
由
緒
、
亦
、
皇
室
と
の
つ
な
が
り
や
先
祖
の
功
績
を
語
っ
た
。
又
、
或
る
も

の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
に
奉
仕
し
た
下
級
神
人
で
あ
り
、
神
社
の
縁
起
な
ど
を
語
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
⋮

　
菅
野
は
、
語
部
が
属
す
る
組
織
に
よ
っ
て
「
皇
室
の
系
譜
・
本
辞
」「
自
家
の
由
緒
」「
皇
室
と
の
つ
な
が
り
や
先
祖
の
功
績
」

「
神
社
の
縁
起
」
を
語
っ
て
い
た
と
推
測
す
る
。
朝
廷
に
直
属
し
た
と
言
わ
れ
る
者
達
に
は
伴
造
等
の
中
間
層
に
隷
属
し
た
者
も

含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
中
央
集
権
体
制
が
確
立
す
る
以
前
は
、
語
部
は
各
地
で
そ
れ
ぞ
れ
が
伝
承
す
る

語
り
物
を
語
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
息
長
氏
や
物
部
氏
が
伝
承
の
関
係
者
・
保
有
者
と
し
て
候
補
に
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
あ
る

物
語
は
、
各
氏
族
が
有
す
る
〈
氏
族
伝
承
〉
に
基
づ
い
て
テ
ク
ス
ト
化
さ
れ
た
場
合
が
多
い
。
鈴
木
正
信
は
、
氏
族
伝
承
と
系
譜

の
一
体
性
を
指
摘
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
が
氏
族
の
指
標
と
な
り
、
王
権
に
お
け
る
立
場
や
奉
仕
の
正
当
性
を
示
す
役
割
を
担
っ
た

と
主
張
す
る︶

29
︵

。
系
譜
伝
承
に
お
い
て
奉
事
根
源
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
、
埼
玉
県
行
田
市
稲
荷
山
古
墳
出
土
の
鉄
剣
銘
等
の
考
古
史

料
か
ら
も
う
か
が
え
る
事
例
で
あ
り
、
系
譜
研
究
者
の
間
で
は
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
る
。

　
で
は
、
部
民
で
あ
る
軽
部
の
伝
承
は
ど
の
よ
う
に
扱
う
べ
き
な
の
か
。
角
川
源
義
は
、
応
神
記
の
〈
大
山
守
命
の
反
乱
伝
承
〉

は
大
山
守
の
部
民
〈
山
守
部
〉
が
自
身
の
敗
北
の
歴
史
を
語
る
説
話
と
し
て
管
理
し
た
も
の
だ
と
主
張
し
た
上
で
、
こ
の
類
の
説

話
を
「
悲
劇
文
学
」
と
名
付
け
た︶

30
︵

。
政
争
に
敗
北
し
た
大
山
守
命
と
軽
太
子
、
そ
の
物
語
を
語
る
山
守
部
と
軽
部
の
立
場
は
相
似

す
る
。

　
ま
た
角
川
は
、「
悲
劇
の
説も

の

話が
た
りを
管
理
す
る
語
部
─
─
話
者
─
─
は
、
自
分
の
─
─
あ
る
い
は
自
己
の
祖
先
の
悲
劇
の
主
人
公
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と
し
て
の
敗
北
の
歴
史
を
、
そ
の
話
を
管
理
す
る
者
自
身
が
語
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。」
と
独
自
の
見
解
を
述
べ
て
い
る︶

31
︵

。
そ

の
指
摘
に
鑑
み
る
と
、
山
守
部
や
軽
部
は
物
語
上
の
人
物
に
自
身
や
祖
先
の
辿
っ
た
歴
史
を
仮
託
し
て
、
伝
承
し
て
い
た
と
推
測

さ
れ
る
。
部
民
の
伝
承
と
氏
族
伝
承
の
性
格
の
違
い
は
考
慮
す
べ
き
だ
が
、
部
民
の
伝
承
を
検
討
す
る
上
で
も
、
通
常
の
氏
族
伝

承
と
同
じ
く
職
掌
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
軽
部
の
職
掌
を
最
も
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
の
は
、
管
見
で
は
菅
野
雅
雄
で
あ
る
。
菅
野
は
、〈
軽
〉
は
〈
雁
〉・〈
狩
〉
と
音

の
上
で
通
じ
る
こ
と
や︶

32
︵

、
狩
猟
は
鎮
魂
の
目
的
を
伴
う
と
す
る
折
口
信
夫
の
説︶

33
︵

、『
古
事
記
』
上
巻
の
天
若
日
子
神
話
の
記
述
等

を
ふ
ま
え
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る︶

34
︵

。

⋮
軽
部
氏
は
、
神
に
山
の
幸
の
大
な
る
こ
と
を
祈
願
す
る
祭
儀
に
、
獲
物
を
と
り
、
そ
れ
を
生
け
贄
と
す
る
こ
と
を
為
事
と

し
て
参
加
し
、
海
辺
に
あ
っ
て
は
船
に
依
る
葬
儀
に
関
与
し
、
川
で
は
殯
宮
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の
葬
祭
に
、
こ
れ
ま
た

死
者
の
食
物
を
持
ち
運
ぶ
〈
き
さ
り
も
ち
〉
と
し
て
携
わ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
葬
儀
を
職
と
し
た
軽
部
氏
の

伝
え
た
物
語
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
一
代
記
を
伝
え
る
べ
き
名
代
部
の
語
り
と
は
お
の
づ
か
ら
異
な
り
、
特
に
木
梨
之
軽
太

子
の
最
期

0

0

に
語
り
が
集
中
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
物
語
に
含
ま
れ
る
一
連
の
歌
謡
群
は
、
す
べ
て
が
挽
歌
的
性
格

を
帯
び
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
⋮

　
軽
太
子
物
語
に
あ
る
歌
謡
が
挽
歌
的
性
格
を
有
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
諸
氏
の
指
摘
が
あ
る
が
、
菅
野
の
指
摘
に
鑑
み
る
と
、

そ
の
理
由
も
頷
け
る
。
軽
部
が
狩
猟
で
得
た
獲
物
を
も
っ
て
葬
儀
に
参
与
す
る
〈
き
さ
り
も
ち
〉
だ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
武
器
の

仔
細
が
付
記
さ
れ
た
理
由
を
そ
の
職
掌
に
関
係
す
る
〈
葬
送
儀
礼
〉
に
求
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
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四
、
軽
部
の
職
掌
と
銅
鏃
と
の
関
係
性

　
軽
太
子
物
語
は
、
実
在
が
有
力
視
さ
れ
る
雄
略
天
皇
の
章
段
か
ら
ほ
ど
近
い
允
恭
記
に
あ
る︶

35
︵

。
雄
略
天
皇
が
在
位
し
た
と
さ
れ

る
五
世
紀
後
半
は
、
古
墳
時
代
中
期
後
半
か
ら
古
墳
時
代
後
期
に
相
当
す
る
た
め︶

36
︵

、
允
恭
記
に
あ
る
軽
太
子
物
語
も
近
し
い
時
代

に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
想
定
で
き
る
。

　
古
墳
時
代
の
葬
送
儀
礼
は
古
墳
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
が
、
古
墳
に
供
献
さ
れ
た
副
葬
品
に
銅
鏃
と
鉄
鏃
が
含
ま
れ
て
い
る

点
は
看
過
で
き
な
い
。
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
お
け
る
武
器
の
変
化
を
精
査
し
た
松
木
武
彦
に
よ
る
と︶

37
︵

、
鏃
に
関
し
て
特
筆

す
べ
き
変
化
が
見
ら
れ
た
時
期
は
「
2
期
:
弥
生
時
代
後
期
~
末
期
︵
紀
元
後
1
世
紀
~
3
世
紀
前
半
︶」、「
3-a
期
:
古
墳
時
代

前
期
︵
3
世
紀
後
半
~
4
世
紀
中
葉
︶」、「
3-b
期
:
古
墳
時
代
中
期
前
半
︵
4
世
紀
後
葉
~
5
世
紀
前
葉
︶」
で
あ
る
︵
い
ず
れ
も

松
木
論
文
に
お
け
る
区
分
︶。
松
木
の
鏃
に
関
す
る
指
摘
を
各
期
毎
に
要
約
す
る
と
、
下
記
の
通
り
に
な
る
。

①
2
期
に
あ
ら
ゆ
る
武
器
が
鉄
器
化
す
る
一
方
で
、
鏃
の
み
青
銅
製
の
武
器
製
品
が
急
増
す
る
。

②
3-a
期
時
点
で
武
器
が
完
全
に
鉄
器
化
。「
有
稜
系
」
と
呼
ば
れ
る
新
式
の
鏃
が
登
場
し
、
主
に
「
飾
り
矢
」
と
し
て
用
い

ら
れ
た
。

③
3-b
期
に
銅
鏃
が
消
滅
し
、
鉄
鏃
の
み
が
活
用
さ
れ
る
。

　
着
目
す
べ
き
は
、
3-a
期
︵
古
墳
時
代
前
期
︶
に
お
い
て
鏃
が
飾
り
矢
的
意
義
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
及
び
3-b
期
︵
古
墳
時
代
中

期
前
半
︶
に
銅
鏃
が
消
滅
し
た
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。
飾
り
矢
的
意
義
と
は
、
古
墳
の
副
葬
品
と
し
て
の
役
割
を
指
す
。

　
副
葬
品
と
し
て
の
鏃
に
関
し
て
は
、〈
靫
〉
の
出
土
例
が
参
考
に
な
る
。
靫
は
主
に
古
墳
時
代
前
期
に
用
い
ら
れ
た
矢
入
れ
具
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で
あ
る
が
、
杉
井
健
は
各
古
墳
を
調
査
し
、
鏃
の
多
く
が
靫
の
口
縁
部
付
近
か
ら
出
土
す
る
点
、
靫
と
共
に
出
土
す
る
鏃
は
有
稜

系
が
主
流
で
あ
る
点
を
指
摘
し
た︶

38
︵

。

　「
有
稜
系
」
と
は
、
研
磨
さ
れ
た
稜
を
持
つ
鏃
を
区
別
す
る
た
め
に
、
松
木
が
考
案
し
た
呼
称
で
あ
る︶

39
︵

。
有
稜
系
鏃
は
古
墳
に

大
量
副
葬
す
る
た
め
に
製
作
さ
れ
た
儀
礼
用
の
鏃
で
あ
り
、
鎬
に
は
殆
ど
機
能
性
が
な
く
、「
光
線
の
反
射
な
ど
を
意
識
し
た
視

覚
的
あ
る
い
は
呪
術
的
な
効
果
の
増
大
」
を
も
た
ら
す
た
め
に
作
り
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う︶

40
︵

。
杉
井
は
「
そ
の
効
果
を
発
揮
す

る
た
め
に
は
、
鏃
側
を
上
に
し
て
矢
を
靫
に
納
め
る
こ
と
が
必
然
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る︶

41
︵

。

　
以
上
の
指
摘
か
ら
、
古
墳
時
代
に
お
い
て
鏃
が
葬
送
儀
礼
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
際
に
は
「
有
稜
系
鏃
」
と
呼
称
さ

れ
る
新
形
態
の
葬
礼
用
鏃
が
副
葬
さ
れ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
副
葬
品
と
し
て
有
稜
系
銅
鏃
が
重
宝
さ
れ
大
量
生
産
さ
れ
た
こ

と
は
広
く
認
め
ら
れ
て
お
り
、
有
稜
系
鏃
が
靫
口
縁
部
か
ら
出
土
す
る
事
例
は
、
そ
れ
が
実
用
的
な
鏃
で
は
な
い
こ
と
を
裏
付
け

て
い
る
。

　
軽
太
子
物
語
で
は
、
穴
穂
皇
子
の
作
成
し
た
矢
を
「
今
時
の
矢
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
古
墳
時
代
中
期
に
細
根
系
の
「
長
頸

鏃
」
が
出
現
し
、
古
代
に
渡
っ
て
実
戦
用
鏃
の
主
力
に
な
る
と
の
指
摘
に
鑑
み
る
と︶

42
︵

、『
古
事
記
』
編
纂
期
の
七
・
八
世
紀
段
階

に
お
い
て
、
鏃
を
と
り
ま
く
事
情
が
比
較
的
正
確
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
事
情
を
知
る
軽
部
が
、
遠
い
昔
に

消
滅
し
た
は
ず
の
銅
鏃
を
軽
の
名
を
負
う
主
人
公
に
与
え
た
の
は
、
銅
鏃
に
副
葬
品
と
し
て
の
寓
意
を
持
た
せ
る
意
図
が
あ
っ
た

可
能
性
が
高
い
。

　〈
き
さ
り
も
ち
〉
で
あ
る
軽
部
は
、
葬
送
儀
礼
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
の
か
。
笹
生
衛
は
、
古
墳
祭
祀
に
お
け

る
飲
食
の
供
献
は
弥
生
時
代
以
来
の
重
要
な
儀
礼
で
あ
り
、
副
葬
品
を
添
え
奉
る
こ
と
と
共
に
、
古
墳
時
代
を
通
じ
て
受
け
継
が

れ
た
伝
統
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る︶

43
︵

。
笹
生
の
指
適
か
ら
、
軽
部
が
儀
礼
に
不
可
欠
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
儀
礼
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に
携
わ
る
軽
部
が
副
葬
品
の
詳
細
を
熟
知
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
軽
部
が
悲
劇
伝
承
を
語
る
に
あ
た

り
、
職
掌
を
主
張
・
強
調
す
る
〈
銅
鏃
〉
に
触
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
、
軽
部
の
管
掌
氏
族

　
部
民
で
あ
る
軽
部
の
伝
承
が
大
和
朝
廷
に
直
接
伝
わ
っ
た
と
は
考
え
難
く
、
部
民
を
管
掌
す
る
氏
族
を
通
じ
て
流
入
し
た
経
緯

が
想
定
で
き
る
。
軽
部
は
允
恭
記
に
お
い
て
軽
太
子
の
「
御
名
代
」
に
定
め
ら
れ
た
と
記
さ
れ
る
も
の
の
、
名
代
・
子
代
の
定
義

は
明
確
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
名
代
や
子
代
に
関
す
る
論
考
は
数
多
あ
る
が
、
本
稿
で
は
平
林
章
仁
の
、
地
方
豪
族
が
伴
造
と

な
っ
て
所
有
す
る
土
地
と
人
民
︵
名
代
︶
を
割
き
、
天
皇
に
従
属
し
た
と
す
る
説︶

44
︵

を
参
考
に
す
る
。
な
お
、
篠
川
賢
が
指
適
す
る

よ
う
に
、
品
部
や
名
代
・
子
代
は
伴
造
に
率
い
ら
れ
て
朝
廷
や
皇
族
に
奉
仕
し
た
、
と
す
る
解
釈
が
最
も
一
般
的
で
あ
る︶

45
︵

。
管
掌

し
た
氏
族
の
候
補
と
し
て
は
、〈
物
部
氏
〉〈
尾
張
氏
〉〈
毛
野
氏
〉〈
巨
勢
氏
〉
の
同
族
と
称
す
る
軽
部
造
が
挙
げ
ら
れ
る︶

46
︵

。

　
各
氏
族
の
詳
細
を
検
討
す
る
前
に
、
有
稜
系
鏃
に
関
す
る
情
報
を
再
度
確
認
す
る
。
川
西
宏
幸
は
、
近
畿
に
限
り
多
様
な
銅
鏃

が
出
土
す
る
点
や
分
布
域
の
問
題
等
か
ら
、
儀
仗
の
鏃
を
畿
内
で
生
産
し
、
各
地
の
有
力
者
へ
配
布
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す

る
︶
47
︵

。
松
木
に
よ
れ
ば
、
有
稜
系
鏃
は
創
出
か
ら
生
産
、
製
作
技
術
の
伝
播
や
製
品
の
流
通
ま
で
畿
内
地
域
が
中
心
と
な
り
波
及
さ

せ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う︶

48
︵

。
両
者
の
指
摘
に
鑑
み
る
と
、
銅
鏃
の
詳
細
を
知
る
軽
部
や
管
掌
氏
族
は
畿
内
地
域
を
本
貫
と
し
た

可
能
性
が
高
い
。
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
て
各
氏
族
の
有
す
る
性
格
を
検
証
す
る
。

　
尾
張
氏
の
本
拠
地
は
尾
張
国
で
あ
る
。
加
藤
謙
吉
は
、
尾
張
氏
は
国
内
の
豪
族
が
結
束
し
て
成
立
し
た
「
擬
制
的
同
族
集
団
」

で
あ
り
、
中
央
に
定
住
し
た
尾
張
氏
の
氏
人
の
勢
力
は
弱
く
、
中
央
進
出
後
も
基
盤
は
尾
張
国
に
あ
っ
た
と
主
張
す
る︶

49
︵

。
尾
張
氏
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系
の
軽
部
造
は
山
城
国
に
在
住
し
た
よ
う
だ
が
、
勢
力
基
盤
の
脆
弱
さ
を
考
慮
し
て
、
候
補
か
ら
は
除
外
す
る
。

　
毛
野
氏
は
関
東
北
部
を
本
拠
と
す
る
上
毛
野
氏
・
下
毛
野
氏
を
指
す
が
、
古
代
に
お
い
て
は
上
毛
野
氏
が
よ
り
権
勢
を
誇
っ
た
。

佐
伯
有
清
は
、
上
毛
野
氏
が
六
世
紀
前
半
以
降
に
大
和
朝
廷
に
服
属
し
、
蝦
夷
と
の
戦
闘
経
験
を
買
わ
れ
て
軍
事
氏
族
と
し
て
奉

仕
し
た
と
指
摘
す
る︶

50
︵

。
畿
内
か
ら
離
れ
た
地
を
本
拠
と
す
る
こ
と
か
ら
も
、
上
毛
野
氏
系
が
軽
部
を
管
掌
し
て
い
た
と
は
考
え
に

く
い
。

　
巨
勢
氏
は
大
和
国
に
本
拠
を
構
え
て
お
り
、
巨
勢
氏
族
を
称
す
る
軽
部
臣
は
「
軽
部
の
總
領
的
伴
造
」
と
も
言
わ
れ
る︶

51
︵

。
有
力

な
候
補
で
あ
る
が
、
直
木
孝
次
郎
が
提
唱
し
た
説
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
直
木
は
武
内
系
譜
の
祖
に
あ
た
る
七
人
の
男
子
の

う
ち
、
名
称
で
区
分
さ
れ
る
曾
都
毘
古
と
若
子
宿
禰
を
除
く
五
人
と
比
較
し
て
、
巨
勢
氏
の
祖
〈
許
勢
小
柄
宿
禰
〉
の
み
『
古
事

記
』
の
武
内
系
譜
以
外
に
所
伝
を
も
た
な
い
点
や
、
欽
明
朝
か
ら
俄
に
巨
勢
氏
の
姿
が
明
確
に
な
る
点
等
を
考
慮
し
「
巨
勢
氏
は

六
世
紀
以
降
、
朝
鮮
問
題
に
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
勢
力
を
え
て
来
た
新
興
氏
族
で
あ
る
」
と
主
張
し
た︶

52
︵

。

　
こ
の
論
に
は
批
判
も
あ
る
が︶

53
︵

、
記
紀
に
記
載
の
あ
る
巨
勢
氏
の
祖
先
伝
承
が
非
常
に
少
な
い
点
、『
続
日
本
紀
』
の
天
平
勝
宝

三
年
二
月
二
十
六
日
条︶

54
︵

を
み
て
も
妥
当
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
巨
勢
系
伴
造
が
軽
部
を
管
掌
す
る
に
至
っ
た
時
期
は
非
常
に
遅
い
の

で
は
な
い
か
。

　
物
部
氏
は
軍
事
・
祭
祀
に
関
与
し
、
司
祭
者
的
性
格
が
指
摘
さ
れ
る
点︶

55
︵

で
、
葬
送
儀
礼
を
担
う
軽
部
の
職
掌
と
相
性
が
良
い
。

さ
ら
に
、
宿
禰
が
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
「
物
部
大
前
宿
禰
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
石
上
神
宮
を

管
掌
し
た
氏
族
と
し
て
も
著
名
で
あ
る
。

　
以
上
の
点
に
鑑
み
て
、
伝
承
を
語
り
継
い
だ
軽
部
を
管
掌
し
た
の
は
物
部
系
の
軽
部
造
と
み
な
す
の
が
妥
当
だ
と
考
え
る
が
、

そ
の
場
合
は
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
異
同
に
関
す
る
問
題
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
は
物
部
氏
へ
の
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配
慮
が
あ
る
一
方
で
、『
古
事
記
』
は
物
部
氏
の
痕
跡
を
排
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
鎌
田
純
一
を
は
じ
め
と
す
る
研
究

者
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る︶

56
︵

。
篠
川
賢
は
、『
日
本
書
紀
』
の
記
事
に
物
部
氏
を
顕
彰
す
る
方
向
に
改
作
さ
れ
た
と
思
し

き
も
の
が
多
い
の
は
、
編
纂
段
階
に
政
権
の
中
枢
に
い
た
石
上
麻
呂
の
関
与
に
原
因
が
あ
る
と
主
張
し
て
お
り
、
記
紀
の
成
立
を

考
え
る
上
で
も
興
味
深
い︶

57
︵

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
古
事
記
』
の
性
格
を
考
慮
す
れ
ば
、
物
部
系
氏
族
が
『
古
事
記
』
の
編
纂
に
関

わ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。

　
こ
の
問
題
の
答
え
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
物
部
氏
が
一
時
的
に
衰
退
し
た
氏
族
で
あ
る
こ
と
が
要
因
と
し
て
想
定
さ
れ
る
。

蘇
我
馬
子
ら
に
よ
っ
て
物
部
守
屋
一
党
が
討
伐
さ
れ
た
一
件
が
『
日
本
書
紀
』
崇
峻
天
皇
即
位
前
記
に
み
え
て
お
り
、
宗
家
の
滅

亡
後
に
石
上
神
宮
の
管
掌
権
と
傘
下
の
氏
族
は
蘇
我
氏
に
掌
握
さ
れ
て
い
る︶

58
︵

。
同
様
の
事
例
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
巨
勢
系
氏
族

が
騒
乱
の
後
に
軽
部
臣
と
名
乗
り
、
物
部
氏
配
下
の
軽
部
を
掌
握
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
上
記
の
よ
う
な
疑
問
は
あ
る
が
、

以
降
本
稿
で
は
、
管
掌
氏
族
を
物
部
氏
同
族
と
称
す
る
軽
部
造
に
比
定
し
考
察
を
進
め
る
。

六
、
物
部
氏
の
職
掌
と
石
上
伝
承

　
軽
太
子
物
語
に
物
部
氏
の
祖
先
伝
承
の
側
面
が
あ
る
と
主
張
し
た
の
は
、
守
屋
俊
彦
や
辻
憲
男︶

59
︵

で
あ
る
が
、
同
様
の
記
事
を
載

せ
る
安
康
即
位
前
紀
に
お
い
て
、『
記
』
の
大
前
小
前
宿
禰
に
相
当
す
る
人
物
が
「
物
部
大
前
宿
禰
」
に
置
換
さ
れ
て
い
る
点
に

鑑
み
て
も
、
軽
部
と
関
わ
る
氏
族
と
し
て
、
物
部
氏
の
詳
細
を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
物
部
氏
の
職
掌
は
諸
説
あ
る
が
、
概
ね
①
軍
事
・
刑
罰
関
係︶

60
︵

②
祭
祀
関
係︶

61
︵

③
武
具
・
祭
祀
具
の
管
理︶

62
︵

の
三
説
に
集
約
さ
れ
る
。

い
ず
れ
も
有
力
で
あ
る
が
、
着
目
す
べ
き
は
③
の
説
で
あ
る
。
横
田
健
一
は
、
物
部
氏
は
本
来
祭
祀
具
や
武
器
を
製
作
す
る
集
団
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を
率
い
る
伴
造
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る︶

63
︵

。
吉
村
武
彦
は
、
物
部
氏
が
屯
倉
を
管
理
す
る
中
小
豪
族
と
擬
制
的
な
血
縁
関
係
を

結
ぶ
過
程
に
お
い
て
、
手
工
業
者
集
団
か
ら
献
上
さ
れ
る
武
器
や
宝
器
・
祭
祀
具
の
管
理
を
担
う
に
至
っ
た
と
述
べ
、
神
宝
管
理

に
ま
つ
わ
る
物
部
氏
の
司
祭
者
的
性
格
を
指
摘
す
る︶

64
︵

。
祭
祀
具
・
武
具
を
作
成
す
る
品
部
を
管
掌
す
る
伴
造
の
例
と
し
て
は
矢
作

造
や
矢
集
連
、
弓
削
連
ら
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
彼
ら
が
物
部
氏
の
同
族
や
物
部
氏
が
奉
斎
す
る
フ
ツ
ヌ
シ
神
の
後
裔
を
称
し
て
い

る
こ
と
も︶

65
︵

、
諸
氏
が
指
摘
す
る
品
部
や
伴
造
と
の
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
物
部
氏
の
武
具
・
祭
祀
具
の
管
理
に
関
す
る
職
掌
は
、
垂
仁
紀
二
十
六
年
条
と
い
っ
た
神
宝
管
理
の
伝
承
と
関
連
付
け
て
語
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
。
特
に
垂
仁
紀
八
十
七
年
条
は
、
物
部
氏
が
石
上
神
宮
の
神
宝
を
管
理
す
る
に
至
っ
た
由
縁
を
記
し
て
お
り
、

物
部
氏
と
石
上
神
宮
と
の
関
係
性
を
考
察
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

　
ま
た
、
注
文
を
含
む
皇
位
争
い
の
箇
所
に
関
し
て
は
、
石
上
神
宮
の
伝
承
を
原
型
と
み
な
す
説
が
あ
る
。
こ
こ
に
、
前
掲
箇
所

を
除
く
該
当
部
分
を
引
用
す
る
。

⋮
是
に
、
穴
穂
御
子
、
軍
を
興
し
て
、
大
前
小
前
宿
禰
が
家
を
囲
み
き
。
爾
く
し
て
、
其
の
門
に
到
り
し
時
に
、
大
氷
雨
零

り
き
。
故
、
歌
ひ
て
曰
は
く
、

　
80
　
大
前
　
小
前
宿
禰
が
　
金
門
蔭
　
斯
く
寄
り
来
ね
　
雨
立
ち
止
め
む

爾
く
し
て
、
其
の
大
前
小
前
宿
禰
、
手
を
挙
げ
膝
を
打
ち
て
、
儛
ひ
か
な
で
、
歌
ひ
て
参
ゐ
来
た
り
。
其
の
歌
に
曰
は
く
、

　
81
　
宮
人
の
　
足
結
の
小
鈴
　
落
ち
に
き
と
　
宮
人
響
む
　
里
人
も
ゆ
め

此
の
歌
は
、
宮
人
振
ぞ
。
如
此
歌
ひ
て
、
参
ゐ
帰
り
て
、
白
し
し
く
、「
我
が
天
皇
の
御
子
、
い
ろ
兄
の
王
に
兵
を
及
る
こ

と
無
か
れ
。
若
し
兵
を
及
ら
ば
、
必
ず
人
、
咲
は
む
。
僕
、
捕
へ
て
貢
進
ら
む
」
と
ま
を
し
き
。
爾
く
し
て
、
兵
を
解
き
て
、
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退
き
坐
し
き
。
故
、
大
前
小
前
宿
禰
、
其
の
軽
太
子
を
捕
へ
て
、
率
て
参
ゐ
出
で
て
、
貢
進
り
き
。
⋮

　
山
路
平
四
郎
は
、
二
つ
の
歌
謡
を
含
む
当
該
部
分
は
石
上
神
宮
に
伝
承
さ
れ
た
固
有
の
物
語
で
あ
り
、
そ
れ
が
軽
太
子
物
語
に

組
み
込
ま
れ
た
経
緯
が
あ
る
と
推
測
し
て
い
る︶

66
︵

。「
宮
人
振
」
が
神
事
に
用
い
ら
れ
た
歌
謡
で
あ
り
、
大
前
小
前
宿
禰
︵
以
降
、

宿
禰
と
略
す
︶
が
〈
手
を
挙
げ
膝
を
打
つ
〉
の
は
舞
を
伴
う
宮
人
振
の
動
作
の
反
映
だ
と
解
釈
で
き
る
点
、
ア
ユ
ヒ
︵
足
結
︶
が

軍
装
だ
け
で
な
く
舞
装
束
に
も
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
点
等
を
根
拠
と
し
て
挙
げ
、
原
歌
は
「
石
上
神
宮
で
催
さ
れ
た
神
の

御
心
を
和
め
る
神
前
歌
舞
に
関
す
る
」
謡
物
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
。
な
お
、〈
宮
人
〉
は
雄
略
記
に
お
け
る
引
田
部
赤
猪
子
の

歌
等
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
神
に
奉
仕
す
る
者
を
指
す
場
合
が
あ
る
。

　
当
該
部
分
に
情
況
説
明
が
多
い
の
も
、
こ
の
部
分
の
み
が
纏
ま
っ
た
依
る
べ
き
素
材
が
あ
っ
た
証
左
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
山

路
は
別
論
文
に
お
い
て
、
こ
の
部
分
の
素
材
と
な
っ
た
も
の
は
民
間
の
も
の

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
穴
穂
皇
子
を
宥
め
る
大
前
小
前
宿
禰
の
造

形
を
「
脚
帯
に
鈴
を
着
け
て
儛
を
舞
い
、
神
の
怒
り
を
静
め
る
神
前
歌
舞
演
技
」
の
影
響
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
推
定
し
て
い

る
︶
67
︵

。
　
穴
穂
皇
子
が
宿
禰
の
家
の
門
前
か
ら
宿
禰
に
向
け
て
問
い
か
け
た
描
写
に
関
し
て
は
、
折
口
信
夫
の
述
べ
る
「
ま
れ
び
と
」
の

来
訪
が
想
起
さ
れ
る
。
折
口
は
、
尊
者
が
来
臨
す
る
と
「
門
入
り
の
儀
式
」
を
行
っ
た
こ
と
、「
門
入
り
の
儀
式
」
が
芸
術
化
し

た
田
楽
の
演
目
「
中
門
口
」
は
「
尊
者
系
統
の
訪
れ
人
が
、
中
門
に
お
と
な
う
民
間
伝
承
か
ら
出
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
指
適

す
る︶

68
︵

。『
万
葉
集
』
巻
十
四
の
三
三
八
六
・
三
四
六
〇
番
歌
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
そ
の
民
間
伝
承
は
、
新
嘗
祭
の
夜
に
特

定
の
女
性
を
残
し
て
神
の
来
訪
を
待
つ
、
と
い
う
習
俗
に
由
来
し
て
い
る︶

69
︵

。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
訪
れ
た
尊
者
︵
神
︶
を
迎
え
入
れ
る
習
俗
が
伝
承
さ
れ
、
宮
廷
儀
式
や
田
楽
の
演
目
に
分
枝
し
た
経
緯
が
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理
解
で
き
る
。
穴
穂
皇
子
が
宿
禰
の
家
に
入
ら
ず
に
門
前
か
ら
問
い
か
け
る
の
は
、
こ
の
習
俗
に
準
ず
る
伝
承
が
根
底
に
あ
っ
た

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
加
え
て
、
こ
の
習
俗
が
農
耕
祭
祀
と
関
わ
り
を
も
つ
点
は
重
要
で
あ
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
物

部
氏
が
石
上
神
宮
を
管
掌
す
る
以
前
、
布
留
地
域
で
行
わ
れ
て
い
た
の
は
農
耕
祭
祀
で
あ
っ
た
。
農
耕
祭
祀
が
行
わ
れ
た
頃
の
地

域
伝
承
が
歌
謡
の
原
歌
で
あ
り
、
形
を
変
え
て
物
語
に
挿
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
山
路
の
指
摘
に
鑑
み
て
も
、
物
語
の
特
徴

的
な
描
写
か
ら
、
軽
太
子
物
語
の
当
該
部
分
が
石
上
神
宮
、
あ
る
い
は
周
辺
地
域
の
祭
祀
系
伝
承
を
基
盤
に
創
作
さ
れ
た
可
能
性

は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
当
該
部
分
は
『
日
本
書
紀
』
安
康
即
位
前
紀
の
記
事
と
大
筋
が
共
通
し
て
い
る
。
下
記
に
該
当
箇

所
を
引
用
す
る︶

70
︵

。

冬
十
月
に
、
葬
礼
畢
り
ぬ
。
是
の
時
に
、
太
子
、
暴
虐
を
行
ひ
、
婦
女
に
淫
け
た
ま
ふ
。
国
人
謗
り
、
群
臣
従
は
ず
し
て
、

悉
に
穴
穂
皇
子
に
隷
き
ま
つ
る
。
爰
に
太
子
、
穴
穂
皇
子
を
襲
は
む
と
欲
ひ
て
、
密
に
兵
を
設
け
た
ま
ふ
。
穴
穂
皇
子
、
復

兵
を
興
し
て
戦
は
む
と
す
。
故
、
穴
穂
括
箭
・
軽
括
箭
、
始
め
て
此
の
時
に
起
れ
り
。
時
に
太
子
、
群
臣
従
は
ず
、
百
姓
乖

き
違
へ
る
こ
と
を
知
ろ
し
め
し
て
、
乃
ち
出
で
て
、
物
部
大
前
宿
禰
が
家
に
匿
れ
た
ま
ふ
。
穴
穂
皇
子
、
聞
し
め
し
て
則
ち

囲
み
た
ま
ふ
。
大
前
宿
禰
、
門
に
出
で
て
迎
へ
ま
つ
る
。
穴
穂
皇
子
、
歌
し
て
曰
は
く
、

　
72
　
大
前
　
小
前
宿
禰
が
　
金
門
蔭
　
か
く
立
ち
寄
ら
ね
　
雨
立
ち
止
め
む

と
の
た
ま
ふ
。
大
前
宿
禰
、
答
歌
し
て
曰
さ
く
、

　
73
　
宮
人
の
　
足
結
の
小
鈴
　
落
ち
に
き
と
　
宮
人
動
む
　
里
人
も
ゆ
め

と
ま
を
す
。
乃
ち
皇
子
に
啓
し
て
曰
さ
く
、「
願
は
く
は
、
太
子
を
な
害
ひ
た
ま
ひ
そ
。
臣
、
議
り
ま
つ
ら
む
」
と
ま
を
す
。
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是
に
由
り
て
、
太
子
、
自
ら
大
前
宿
禰
が
家
に
死
せ
た
ま
ふ
。
一
に
云
は
く
、
伊
予
国
に
流
し
ま
つ
る
と
い
ふ
。

　
本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
上
、『
紀
』
当
該
部
の
詳
細
に
は
触
れ
な
い
。『
記
』
と
『
紀
』
の
物
語
の
ど
ち
ら
が
先
行
す
る
か
は
諸

説
あ
る
が
、
物
語
の
根
幹
部
分
は
同
じ
資
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る︶

71
︵

。
守
屋
俊
彦
は
山
路
の
主
張
に
同
意
し
た
上
で
、『
記
』、

『
紀
』
の
当
該
部
は
物
部
氏
の
祖
先
伝
承
に
あ
た
る
と
指
摘
し
て
い
る︶

72
︵

。

　『
紀
』
で
は
大
前
小
前
宿
禰
に
あ
た
る
人
物
を
「
物
部
大
前
宿
禰
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
石
上
麻
呂
は
当
該
部
分
を
祖

先
伝
承
と
認
識
し
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
こ
の
点
も
同
部
分
が
石
上
伝
承
で
あ
っ
た
傍
証
に
な
る
と
い
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

物
語
を
伝
承
し
た
軽
部
と
物
部
系
氏
族
、
お
よ
び
石
上
の
地
に
強
い
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
導
か
れ
る
。

　
銅
鏃
・
鉄
鏃
の
描
写
が
石
上
伝
承
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
物
部
氏
が
盤
踞
し
た
石
上
の
地
の
歴
史
を
検
証
す
る
必
要

が
あ
る
。
穴
穂
皇
子
が
即
位
し
た
〈
穴
穂
宮
〉
は
石
上
の
地
に
あ
っ
た
と
安
康
記
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
穴
穂
皇
子
が
こ

の
地
と
密
接
に
関
わ
る
存
在
で
あ
る
と
、
伝
承
者
や
『
古
事
記
』
の
編
纂
者
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
想
定
で
き
る
。
穴
穂

皇
子
と
鉄
鏃
の
関
係
、
鉄
鏃
が
銅
鏃
と
対
比
さ
れ
て
い
る
意
味
も
、
こ
の
地
の
特
異
性
か
ら
見
出
せ
る
と
考
え
る
。

　
次
章
で
は
、
銅
鏃
と
鉄
鏃
が
併
存
し
た
古
墳
時
代
前
期
か
ら
、
銅
鏃
が
消
滅
し
た
古
墳
時
代
中
期
、
続
く
古
墳
時
代
後
期
に
至

る
ま
で
の
石
上
の
歴
史
を
、
当
時
の
大
和
政
権
の
動
向
や
金
属
の
事
情
を
ふ
ま
え
て
確
認
す
る
。
ま
た
鉄
鏃
の
矢
を
作
成
し
た
穴

穂
皇
子
や
、
石
上
の
地
に
盤
踞
し
た
物
部
氏
が
ど
の
よ
う
に
当
地
と
関
わ
る
の
か
を
検
証
し
た
い
。

七
、
古
墳
時
代
の
石
上
神
宮
と
布
留
地
域
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物
部
氏
は
河
内
国
渋
川
郡
を
本
貫
と
し
た
氏
族
で
あ
る
と
解
す
る
説
が
有
力
で
あ
り︶

73
︵

、
物
部
氏
が
石
上
の
地
︵
以
降
、
布
留
地

域
と
表
記
す
る
︶
に
進
出
し
た
の
は
、
出
土
品
や
遺
構
跡
か
ら
古
墳
時
代
中
期
以
降
と
み
な
す
の
が
通
説
で
あ
る
。
興
味
深
い
の

は
、
布
留
川
を
境
と
す
る
北
岸
地
域
・
南
岸
地
域
に
は
異
な
る
特
徴
が
あ
る
と
す
る
日
野
宏
の
指
摘
で
あ
る
。

　
日
野
は
、
古
墳
時
代
中
期
前
半
頃
、
北
岸
地
域
に
お
い
て
布
留
川
支
流
を
中
心
に
在
地
の
首
長
に
よ
る
農
耕
祭
祀
が
行
わ
れ
て

い
た
が
、
古
墳
時
代
中
期
後
半
以
降
は
物
部
氏
が
布
留
川
南
岸
を
開
発
し
、
祭
場
を
移
し
た
と
指
摘
し
て
い
る︶

74
︵

。
布
留
川
南
岸
の

土
坑
群
か
ら
は
首
長
と
渡
来
人
の
関
わ
り
が
う
か
が
え
る
と
い
う
が︶

75
︵

、
物
部
氏
が
渡
来
人
を
掌
握
し
鍛
冶
に
従
事
さ
せ
て
い
た
こ

と
は
、
多
数
の
研
究
者
が
認
め
る
事
実
で
あ
る
。
日
野
が
「
物
部
連
氏
は
在
地
と
渡
来
系
の
集
団
を
配
下
に
お
さ
め
、
こ
の
地
に

大
き
な
変
革
を
も
た
ら
し
た
」
と
述
べ
る
よ
う
に︶

76
︵

、
物
部
氏
の
進
出
は
布
留
地
域
の
様
相
を
一
変
さ
せ
た
と
い
え
る
。

　
な
お
、
布
留
遺
跡
群
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
巨
大
な
鍛
冶
工
房
を
有
す
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
花
田
勝
広
は
、
布
留
遺
跡
内

の
鍛
冶
工
房
は
、
刀
剣
・
鉄
鏃
・
農
耕
具
・
鉄
製
馬
具
の
生
産
を
行
う
物
部
氏
の
直
営
工
房
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る︶

77
︵

。
更
に
、
布

留
遺
跡
の
集
落
規
模
や
鉄
滓
出
土
量
は
群
を
抜
い
て
お
り
、
鉄
器
生
産
の
管
理
や
供
給
に
倭
政
権
が
直
接
干
渉
し
た
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
、
及
び
「
専
業
集
団
を
掌
握
す
る
氏
族
が
、
倭
政
権
と
一
部
の
地
方
首
長
に
独
占
さ
れ
た
」
状
況
か
ら
、「
鉄
・
鉄
器
生

産
の
掌
握
が
政
治
勢
力
の
基
幹
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
」
と
も
主
張
し
て
お
り︶

78
︵

、
布
留
の
工
房
は
大
和
政
権
に
と
っ
て
鉄
器
生

産
の
要
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
布
留
の
工
房
が
製
作
す
る
鉄
器
は
、
軍
事
面
の
み
な
ら
ず
土
木
事
業
や
農
耕
事
業
の
発
展
に

も
寄
与
し
て
い
る︶

79
︵

。
軽
太
子
の
政
敵
で
あ
る
穴
穂
皇
子
は
石
上
の
穴
穂
宮
で
即
位
す
る
が
、
宿
禰
の
援
助
を
受
け
て
石
上
に
あ
る

宮
で
即
位
す
る
の
は
、
話
の
連
続
性
か
ら
も
軽
太
子
物
語
と
石
上
伝
承
の
関
わ
り
を
想
起
さ
せ
る
。

　
西
宮
一
民
は
、
穴
穂
箭
の
〈
穴
〉
は
砂
鉄
を
採
取
す
る
「
金
穴
」
の
穴
を
意
味
す
る
と
解
釈
し
た
上
で
、
穴
穂
箭
の
字
義
は

「
金
穴
か
ら
採
れ
た
秀
で
た
鉄
の
矢
」
で
あ
る
と
指
摘
し
た︶

80
︵

。
こ
の
指
摘
は
、
前
述
し
た
鏃
の
変
化
や
「
今
時
の
矢
」
の
注
文
と
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も
合
致
す
る
点
で
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
亀
井
輝
一
郎
も
安
康
︵
穴
穂
皇
子
︶
と
鉄
・
兵
器
及
び
石
上
神
宮
の
関
わ
り
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る︶

81
︵

。

　
穴
の
字
義
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
の
は
〈
穴
師
︵
ア
ナ
シ
︶〉
と
い
う
語
で
あ
る
。〈
ア
ナ
シ
〉
に
つ
い
て
の
論
考
は
、
柳

田
國
男
が
提
唱
し
た
「
悪
い
風
、
屢
々
危
険
を
も
た
ら
す
風
」
を
指
す
と
す
る
説︶

82
︵

を
踏
襲
す
る
も
の
と
、
香
取
秀
眞
が
提
唱
し
た

〈
穴
を
掘
っ
て
金
属
を
採
掘
す
る
部
族
〉
を
指
す
と
す
る
説︶

83
︵

を
踏
襲
す
る
も
の
に
概
ね
二
分
さ
れ
る
。

　
大
宮
守
誠
ら
が
香
取
説
に
追
従
す
る
一
方︶

84
︵

、
志
賀
剛
は
ア
ナ
シ
を
嵐
と
解
し
た
上
で
、
穴
師
は
「
風
の
祝
部
」
を
指
す
と
主
張

す
る︶

85
︵

。
だ
が
志
賀
自
身
も
穴
師
部
が
鉄
精
錬
に
関
わ
っ
た
旨
を
述
べ
て
い
る
こ
と
、
谷
川
健
一
が
金
属
精
錬
を
「
山
の
猛
烈
な
風

を
利
用
す
る
仕
事
」
だ
と
指
摘
す
る
よ
う
に︶

86
︵

、
強
風
が
踏
鞴
を
扱
う
者
達
を
助
力
す
る
点
に
鑑
み
れ
ば
、
穴
師
が
風
の
祝
部
と
し

て
の
側
面
を
持
つ
の
は
矛
盾
し
な
い
。

　
置
田
雅
昭
は
、
垂
仁
紀
三
十
九
年
十
月
条
一
云
の
「
十
箇
の
品
部
」
に
関
し
て
、
大
穴
磯
部
と
軍
事
職
を
除
い
た
職
業
集
団
に

ま
つ
わ
る
遺
物
が
布
留
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
と
述
べ
る︶

87
︵

。
松
倉
文
比
古
は
香
取
や
大
宮
の
意
見
を
踏
襲
し
た
上
で
、
十
箇
の

品
部
に
製
品
の
素
材
に
携
わ
る
部
が
存
在
し
な
い
と
は
考
え
難
い
た
め
、
大
穴
磯
部
は
単
な
る
地
名
に
関
す
る
部
と
し
て
で
は
な

く
「
神
宝
と
し
て
の
楯
・
弓
矢
等
の
材
料
を
提
供
す
る
金
属
に
関
す
る
部
と
解
す
べ
き
」
で
あ
る
と
主
張
す
る︶

88
︵

。
置
田
と
松
倉
の

指
摘
を
考
慮
す
れ
ば
、
物
作
り
に
携
わ
る
品
部
に
関
す
る
全
て
の
遺
物
が
布
留
遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
条
は

石
上
伝
承
の
一
つ
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
伝
承
と
品
部
の
職
掌
、
及
び
遺
跡
出
土
品
の
性
格
が
一
致
す
る
点
は
注
目
に
値
す

る
。

　
以
上
に
挙
げ
た
諸
氏
の
指
摘
に
鑑
み
れ
ば
、
穴
師
の
〈
穴
〉
字
が
金
穴
を
意
味
す
る
と
い
う
指
摘
に
は
蓋
然
性
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
穴
穂
皇
子
の
名
〈
穴
穂
〉
は
西
宮
の
指
摘
通
り
、〈
秀
で
た
鉄
〉
の
寓
意
を
持
つ
可
能
性
が
高
い
。
前
述
の
よ
う
に
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〈
内
〉
を
〈
う
ら
〉
と
読
み
、〈
ほ
〉
と
と
も
に
先
端
部
を
指
し
示
す
と
解
釈
す
れ
ば
、
軽
箭
は
矢
の
先
端
が
銅
鏃
で
あ
る
矢
で
、

穴
穂
箭
は
矢
の
先
端
を
鉄
鏃
に
し
た
今
時
の
矢
で
あ
る
と
、
テ
ク
ス
ト
上
で
明
確
に
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
石
上
の
宮
が
〈
穴
穂
宮
〉
と
記
さ
れ
る
の
は
、
石
上
布
留
が
鉄
器
生
産
の
重
要
拠
点
と
し
て
発
展
し
た
地
域
で
あ
る
こ
と
を
示

唆
し
て
お
り
、
物
部
氏
が
布
留
地
域
を
開
発
し
た
事
績
が
、
安
康
の
即
位
に
宿
禰
が
助
力
す
る
描
写
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
鉄
を
求
め
る
当
時
の
大
和
政
権
の
動
向
は
考
古
学
研
究
上
明
ら
か
で
あ
り
、
布
留
遺
跡
の
広
域
か
ら
大
量
の
鉄
滓
が
出
土

し
て
い
る
の
は
そ
れ
を
証
明
す
る
。

　
最
後
に
検
証
の
結
果
を
ふ
ま
え
て
、
物
語
上
の
対
応
関
係
を
考
察
す
る
。
穴
穂
皇
子
が
宿
禰
に
門
前
で
問
い
か
け
た
歌
謡
か
ら

は
、
神
に
準
ず
る
尊
者
像
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
の
尊
者
を
大
仰
な
舞
振
り
で
歓
迎
し
た
宿
禰
は
一
計
を
案
じ
、
事
態
は
収
束
す
る
。

こ
の
展
開
は
、
神
を
鎮
め
奉
る
こ
と
で
恩
恵
を
受
け
る
、
祭
祀
者
︵
宮
人
︶
と
荒
神
の
関
係
性
も
思
わ
せ
る
。

　
勝
者
で
あ
る
穴
穂
皇
子
は
鉄
鏃
の
矢
を
作
成
す
る
。
そ
の
描
写
は
鉄
に
ま
つ
わ
る
穴
穂
皇
子
が
栄
え
る
こ
と
を
暗
示
す
る
ほ
か
、

布
留
地
域
が
鉄
器
を
生
産
す
る
要
所
と
し
て
発
展
し
た
事
実
も
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
軽
太
子
が
作
成
し
た
の
は
銅
鏃

で
あ
る
が
、
実
用
品
と
し
て
重
用
さ
れ
る
鉄
鏃
と
対
照
的
に
、
銅
鏃
は
古
墳
時
代
中
期
以
降
、
副
葬
品
と
し
て
の
価
値
も
失
う
。

そ
れ
は
古
墳
文
化
の
終
息
や
大
化
二
年
の
薄
葬
令
に
よ
り
、
活
躍
の
場
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
軽
部
の
姿
と
も
重
複
す
る
。

　
先
に
角
川
源
義
の
、「
悲
劇
文
学
」
を
伝
承
す
る
者
は
「
自
己
の
祖
先
の
悲
劇
の
主
人
公
と
し
て
の
敗
北
の
歴
史
を
、
そ
の
話

を
管
理
す
る
者
自
身
が
語
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
主
張
を
引
用
し
た
が
、
古
墳
の
副
葬
品
と
い
う
使
途
の
た
め
に
創
出

さ
れ
、
大
量
に
副
葬
さ
れ
た
有
稜
系
銅
鏃
は
軽
部
の
職
掌
と
非
常
に
関
係
が
深
い
製
品
で
も
あ
る
。
銅
鏃
と
鉄
鏃
の
対
比
は
、
軽

太
子
の
資
質
不
足
や
物
語
の
展
開
を
想
起
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
軽
部
の
敗
北
の
歴
史
を
語
る
上
で
も
望
ま
し
い
も
の
で
あ
っ

た
。
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現
天
理
市
が
県
内
で
最
も
古
墳
の
多
い
地
域
と
称
さ
れ
る
よ
う
に︶

89
︵

、
布
留
地
域
に
は
古
墳
群
が
点
在
し
、
軽
部
と
古
墳
を
造
営

す
る
集
団
の
交
流
が
推
測
さ
れ
る
。
交
流
の
中
で
布
留
地
域
に
伝
わ
る
謡
物
を
知
っ
た
軽
部
は
、
自
家
の
職
掌
を
想
起
さ
せ
る
表

現
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
軽
部
の
伝
承
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
軽
部
が
強
調
し
た
銅
鏃
は
、『
古

事
記
』
編
纂
者
の
手
に
よ
り
、
改
め
て
「
天
皇
と
し
て
の
資
質
を
計
る
指
標
」
と
し
て
定
義
さ
れ
、
軽
太
子
の
資
質
不
足
を
強
調

す
る
た
め
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
し
か
し
原
型
の
伝
承
に
お
い
て
は
、
軽
部
の
職
掌
と
悲
劇
性
を
際
立
て
る
一
要
素

と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
挽
歌
的
性
格
に
鑑
み
て
も
、
軽
部
の
語
っ
た
伝
承
の
影
が
色
濃
く
残
る
物
語
だ
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
注
文
に
お
い
て
な
ぜ
金
属
名
が
表
記
さ
れ
た
の
か
を
、
物
語
の
古
層
に
あ
た
る
〈
伝
承
〉
の
側
面
か
ら
検
証
し
た
。
軽

太
子
と
銅
鏃
が
結
び
つ
い
た
契
機
は
、
伝
承
の
語
部
で
あ
る
軽
部
が
葬
送
儀
礼
を
担
う
集
団
で
あ
り
、
副
葬
品
と
し
て
奉
じ
ら
れ

た
銅
鏃
と
の
親
和
性
の
高
さ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
穴
穂
皇
子
と
鉄
鏃
が
結
び
つ
い
た
の
は
、
穴
穂
皇
子
の

名
義
自
体
が
鉄
に
ま
つ
わ
る
寓
意
を
持
つ
こ
と
に
加
え
、
穴
穂
皇
子
が
即
位
し
た
「
石
上
穴
穂
宮
」
の
地
が
、
大
和
朝
廷
の
重
用

し
た
鉄
器
の
製
作
地
で
あ
っ
た
事
実
を
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
工
人
・
鍛
冶
師
を
率
い
て
石
上
の
地

に
盤
踞
し
、
鉄
に
縁
深
い
氏
族
で
あ
っ
た
物
部
氏
の
事
績
や
性
格
が
、
大
前
小
前
宿
禰
が
穴
穂
皇
子
を
支
持
す
る
描
写
に
表
れ
て

い
る
可
能
性
も
指
適
で
き
る
。

　
軽
太
子
物
語
に
の
み
見
え
る
武
器
素
材
の
金
属
表
記
は
、
以
上
の
歴
史
的
背
景
が
反
映
さ
れ
た
伝
承
に
依
る
も
の
で
あ
り
、
そ
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の
伝
承
を
『
古
事
記
』
編
纂
者
が
意
図
的
に
利
用
し
た
と
考
え
る
。『
先
代
旧
事
本
紀
』
や
『
古
語
拾
遺
』
等
の
上
代
文
献
に
お

け
る
金
属
の
表
現
と
比
較
し
て
も
、『
古
事
記
』
編
纂
者
が
金
属
に
ま
つ
わ
る
知
識
を
有
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い︶

90
︵

。
軽
太
子
物

語
を
テ
ク
ス
ト
の
問
題
か
ら
検
証
す
る
論
考
だ
け
で
な
く
、
伝
承
者
に
関
す
る
論
考
に
お
い
て
も
注
文
の
特
異
性
は
十
分
に
検
討

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、『
日
本
書
紀
』
と
の
異
同
を
考
え
る
上
で
も
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
更
な
る
検
討
が
必
要
な
箇
所
で
あ

る
と
い
え
る
。

　
部
民
が
語
る
伝
承
は
、
自
身
に
至
る
ま
で
の
一
族
の
歴
史
を
語
る
点
に
お
い
て
氏
族
伝
承
と
共
通
す
る
が
、
祖
先
を
顕
彰
す
る

意
図
を
も
っ
て
創
作
さ
れ
た
氏
族
伝
承
と
は
語
り
の
方
向
性
が
異
な
る
。
そ
の
独
自
の
語
り
口
や
表
現
方
法
を
、
通
常
の
氏
族
伝

承
と
の
比
較
を
も
っ
て
追
究
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
軽
部
が
語
り
継
い
だ
伝
承
の
場
合
は
、
職
掌
に
関
す
る
要
素
を
軽
の

名
を
冠
す
る
主
人
公
に
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
に
続
く
挽
歌
的
歌
謡
と
も
相
ま
っ
て
軽
部
の
行
末
や
悲
哀
を
想
起
さ
せ
、
完
成

度
を
高
め
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。　

　
ま
た
職
掌
の
関
係
上
、
軽
部
は
古
墳
が
群
集
す
る
布
留
地
域
と
深
い
縁
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。『
古
事
記
』
の
軽
太
子
物

語
に
お
け
る
宿
禰
は
物
部
を
称
し
て
い
な
い
た
め
、『
紀
』
の
安
康
即
位
前
記
と
比
較
す
る
と
、
物
部
氏
の
関
連
伝
承
と
し
て
扱

わ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。
し
か
し
、
歌
謡
の
性
格
や
物
語
描
写
に
加
え
、
石
上
麻
呂
の
関
与
が
あ
っ
た
と
目
さ
れ
る
『
日
本
書

紀
』
で
は
注
文
を
含
む
一
連
の
箇
所
を
物
部
氏
族
伝
承
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
箇
所
が
物
部
氏
と
関
係
の
深
い
、

布
留
地
域
に
伝
わ
る
伝
承
を
基
盤
に
創
作
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
七
章
に
お
い
て
、
古
墳
時
代
中
期
頃
に
土
着
の
豪
族
が
物
部
氏
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
と
す
る
日
野
宏
の
指
摘
を
参
考
に

し
た
が
、
多
数
の
研
究
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
土
着
の
豪
族
は
「
物
部
首
」
と
推
定
さ
れ
る
。
軽
太
子
物
語
に
勝
者
と
敗

者
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
物
部
氏
と
物
部
首
の
対
立
問
題
も
含
め
て
当
該
部
分
を
再
考
す
る
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必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
て
検
討
を
進
め
る
。

注
︵
1
︶　
当
該
注
文
に
関
し
て
問
題
提
起
し
た
主
な
論
考
は
以
下
の
通
り
。
西
宮
一
民
「
允
恭
記
「
軽
太
子
捕
は
れ
る
」
条
の
注
文
の
新
釈
─
─

軽
箭
と
穴
穂
箭
─
─
」︵『
皇
学
館
大
学
紀
要
』
第
十
八
輯
、
皇
学
館
大
学
、

 

1 

9 

8 

0
年
1
月
︶。
服
部
剣
仁
矢
「『
古
事
記
』
軽
太
子
と

穴
穂
御
子
の
対
立
に
お
け
る
矢
製
造
の
意
味
─
─
軽
箭
穴
穂
箭
」︵『
都
大
研
究
』
第
五
四
号
、
東
京
都
立
大
学
国
語
国
文
学
会
、

2

0

1

7
年
6
月
︶。

︵
2
︶　
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
　
校
注
・
訳
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
1
」『
古
事
記
』︵
小
学
館
、
1 

9 

9 

7
年
︶。
以
降
は
注
記
す
る

場
合
を
除
き
、
本
稿
に
お
け
る
『
古
事
記
』
本
文
の
引
用
は
当
書
か
ら
と
す
る
。
ま
た
便
宜
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
ア
ナ
ホ
ノ
ミ
コ
の
表

記
を
「
穴
穂
皇
子
」
に
統
一
す
る
。

︵
3
︶　
大
野
晋
編
『
本
居
宣
長
全
集
　
第
十
二
巻
』︵
筑
摩
書
房
、
1 

9 

7 

4
年
︶、
1 

9 

9

－

2 

0 

0
頁
。

︵
4
︶　
青
木
和
夫
・
石
母
田
正
・
小
林
芳
規
・
佐
伯
有
清
「
日
本
思
想
大
系
1
」『
古
事
記
』︵
岩
波
書
店
、
1 

9 

8 

2
年
︶。

︵
5
︶　
山
路
平
四
郎
『
記
紀
歌
謡
評
釈
』︵
東
京
堂
出
版
、
1 

9 

7 

3
年
︶。

︵
6
︶　
飯
田
武
郷
『
日
本
書
紀
通
釈
』︵
畝
傍
書
房
、
1 
9 
4 

0
年
、
原
本
は
1 

8 

9 

9
年
成
立
︶。

︵
7
︶　
神
田
秀
夫
『
新
注
古
事
記
』︵
大
修
館
書
店
、
1 
9 
6 
8
年
︶。

︵
8
︶　
注
1
の
西
宮
論
文
に
同
じ
、
5 

7
頁
。

︵
9
︶　
倉
野
憲
司
編
『
古
事
記
大
成
　
第
六
巻
』︵
平
凡
社
、
1 

9 
5 
7
年
︶、
4 

5 

6
頁
。
該
当
部
分
は
太
田
善
麿
が
執
筆
す
る
。

︵
10
︶　
注
1
の
西
宮
論
文
に
同
じ
、
10
頁
。

︵
11
︶　
例
え
ば
、『
万
葉
集
』
巻
十
四
の
三
五
〇
六
番
歌
「
新
室
の 

こ
ど
き
に
至
れ
ば
　
は
だ
す
す
き
　
穂
に
出
し
君
が
　
見
え
ぬ
こ
の
こ

ろ
」
は
、
は
だ
す
す
き
の
先
端
部
に
あ
た
る
〈
穂
〉
と
、
人
目
に
つ
く
・
目
立
つ
の
義
の
〈
秀
〉
の
二
つ
の
意
味
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

︵
12
︶　
折
口
信
夫
「「
ほ
」・「
う
ら
」
か
ら
「
ほ
が
ひ
」
へ
」︵
折
口
博
士
記
念
古
代
研
究
所
編
『
折
口
信
夫
全
集
　
第
十
六
巻
』
中
央
公
論
社
、
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1 

9 

6 

7
年
︶、
3 

7 

4
頁
。

︵
13
︶　
野
田
浩
子
「
う
ら
」︵
古
代
語
誌
刊
行
会
編
『
古
代
語
を
読
む
』、
桜
楓
社
、
1 

9 

8 

8
年
︶、
40
頁
。

︵
14
︶　
小
島
憲
之
、
木
下
正
俊
、
東
野
治
之
　
校
注
・
訳
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
7
」『
萬
葉
集
②
』︵
小
学
館
、
1 

9 

9 

5
年
︶
を
参
考

に
し
た
。

︵
15
︶　
注
1
の
西
宮
論
文
に
同
じ
。

︵
16
︶　
注
1
の
服
部
論
文
に
同
じ
。

︵
17
︶　
神
野
志
隆
光
「『
古
事
記
』
を
よ
む
─
─
軽
太
子
・
軽
大
郎
女
の
物
語
─
─
」︵
注
2
に
挙
げ
た
書
籍
、「
古
典
へ
の
招
待
」
よ
り
︶。
及

び
、
矢
嶋
泉
「『
古
事
記
』
中
・
下
巻
の
反
乱
物
語
」︵『
稲
岡
耕
二
先
生
還
暦
記
念
　
日
本
上
代
文
学
論
集
』、
塙
書
房
、
1 

9 

9 

0
年
4

月
︶。

︵
18
︶　
都
倉
義
孝
「
軽
太
子
物
語
論
︱
『
古
事
記
』
の
構
造
に
関
連
し
て
︱
」︵『
早
稲
田
商
学
』
三
〇
五
号
、
早
稲
田
商
学
同
攻
会
、

1 

9 

8 

4
年
6
月
︶。

︵
19
︶　
井
ノ
口
史
「
皇
位
継
承
の
確
定
─
─
允
恭
記
に
お
け
る
穴
穂
御
子
と
大
前
小
前
宿
禰
─
─
」︵『
美
夫
君
志
』
第
七
十
八
号
、
美
夫
君
志

会
、
2 

0 

0 

9
年
3
月
︶。

︵
20
︶　
伊
藤
剣
「『
古
事
記
』
下
巻
允
恭
天
皇
条
に
お
け
る
軽
太
子
の
人
物
像
に
つ
い
て
︱
「
比
登
斯
理
奴
倍
志
」
の
理
解
を
中
心
に
︱
」

︵『
早
稲
田
大
学
日
本
古
典
籍
研
究
所
年
報
』
五
号
、
早
稲
田
大
学
総
合
研
究
機
構
日
本
古
典
籍
研
究
所
、
2 

0 

1 

2
年
3
月
︶。

︵
21
︶　
後
山
智
香
「『
古
事
記
』
軽
太
子
に
共
有
さ
れ
る
概
念
─
─
「
下
」「
人
」
の
分
析
を
通
し
て
─
─
」︵『
京
都
語
文
』
第
二
十
四
号
、
佛

教
大
学
国
語
国
文
学
会
、
2 

0 

1 

6
年
12
月
︶。

︵
22
︶　
黒
沢
幸
三
「
息
長
氏
の
系
譜
と
伝
承
」︵『
日
本
古
代
の
伝
承
文
学
の
研
究
』
塙
書
房
、
1 

9 

7 

6
年
︶、
38
頁
。

︵
23
︶　
御
子
柴
市
蔵
「
軽
部
の
伝
承
の
破
片
を
め
ぐ
っ
て
」︵『
神
戸
山
手
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
二
号
、
神
戸
山
手
女
子
短
期
大
学
、

1 

9 

5 

8
年
1
月
︶。

︵
24
︶　
菅
野
雅
雄
「
軽
部
と
そ
の
伝
承
」︵『
古
事
記
系
譜
の
研
究
』、
桜
楓
社
、
1 

9 

7 

0
年
︶。

︵
25
︶　
三
浦
佑
之
「
軽
太
子
軽
大
郎
女
の
伝
承
─
─
道
徳
意
識
の
悲
劇
性
─
─
」︵『
日
本
文
学
』
第
二
三
巻
第
九
号
、
日
本
文
学
協
会
、

1 

9 

7 

4
年
9
月
︶。



128

学習院大学人文科学論集 XXXII（2023）

︵
26
︶　
守
屋
俊
彦
「
軽
太
子
と
軽
大
郎
女
」︵『
日
本
書
紀
研
究
　
第
九
冊
』、
塙
書
房
、
1 

9 

7 

6
年
6
月
︶。
辻
憲
男
も
、
軽
太
子
伝
承
の
一

部
に
物
部
系
氏
族
が
伝
え
た
独
自
の
伝
承
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
︵
辻
憲
男
「
軽
太
子
の
物
語
─
─
記
紀
の
あ
い
だ
─
─
」、
注
59
に

同
じ
︶。

︵
27
︶　
黛
弘
道
「
語
部
」︵『
国
史
大
辞
典
　
第
三
巻
』、
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
、
吉
川
弘
文
館
、
1 

9 

8 

3
年
︶、
3 

7 

0
頁
。

︵
28
︶　
注
24
に
同
じ
。
3 

3 

2
頁
。

︵
29
︶　
鈴
木
正
信
『
日
本
古
代
の
氏
族
と
系
譜
伝
承
』︵
吉
川
弘
文
館
、
2 

0 

1 

7
年
︶、
1
頁
。

︵
30
︶　
角
川
源
義
「
悲
劇
文
学
の
発
生
─
─
説
話
の
管
理
者
に
対
す
る
一
考
察
」︵『
角
川
源
義
全
集
　
第
二
巻
　
古
典
研
究
Ⅱ
』、
角
川
書
店
、

1 

9 

8 

7
年
︶、
21
頁
︵
初
出
:
同
論
文
『
悲
劇
文
学
の
発
生
』
青
磁
社
、
1 

9 

4 

2
年
︶。

︵
31
︶　
注
30
に
同
じ
。
23
頁
。

︵
32
︶　
注
24
に
同
じ
。
3 
3 
7
頁
。

︵
33
︶　
折
口
信
夫
「
即
位
御
前
記
」︵『
折
口
信
夫
全
集
　
第
二
十
巻
』、
中
央
公
論
社
、
1 

9 

6 

7
年
︶、
34

35
頁
︵
初
出
:
同
論
文
︵『
史

学
』
第
十
九
巻
第
一
号
、
1 

9 
4 
0
年
8
月
︶︶。

︵
34
︶　
注
24
に
同
じ
、
3 

7 

1
頁
。
菅
野
は
名
代
と
し
て
の
軽
部
は
分
明
せ
ず
、
壬
生
部
と
し
て
皇
太
子
の
養
育
に
あ
た
っ
た
軽
部
臣
の
氏
人

が
語
部
と
し
て
の
機
能
を
持
ち
、
名
代
部
の
如
く
物
語
を
伝
承
し
た
と
説
く
が
、
物
部
氏
や
巨
勢
氏
と
の
関
係
を
含
め
て
疑
問
が
残
る
。

︵
35
︶　
松
下
見
林
が
『
異
称
日
本
伝
』
に
お
い
て
『
宋
書
』「
倭
国
伝
」
に
記
さ
れ
た
倭
王
〈
武
〉
を
雄
略
天
皇
に
比
定
し
て
以
降
、
松
下
説

が
通
説
と
な
り
実
在
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
︵
参
考
:
松
下
見
林
『
異
称
日
本
伝
』
第
一
冊
、
国
書
刊
行
会
、
1 

9 

7 

5
年
︶。
な
お
、

順
帝
が
武
に
上
表
文
を
奉
っ
た
の
は
昇
明
二
年
︵
四
七
八
︶
年
で
あ
る
。

︵
36
︶　
注
37
の
松
木
論
文
に
お
け
る
時
代
区
分
に
従
っ
た
。

︵
37
︶　
松
木
武
彦
「
日
本
列
島
に
お
け
る
先
史
・
古
代
武
器
の
進
化
と
退
化
」︵『
武
器
の
進
化
と
退
化
の
学
際
的
研
究
︱
弓
矢
編
︱ 

』
二
七

巻
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
2 

0 

0 

2
年
12
月
︶、
72
頁
、
74
頁
、
76
頁
。

︵
38
︶　
杉
井
健
「
靫
の
構
造
と
そ
の
成
立
背
景
」︵『
雪
野
山
古
墳
の
研
究
　
考
察
篇
』
八
日
市
市
教
育
委
員
会
、
1 

9 

9 

6
年
3
月
︶、

1 

3 

1
頁
。

︵
39
︶　
松
木
武
彦
「
古
墳
時
代
前
半
期
に
お
け
る
武
器
・
武
具
の
革
新
と
そ
の
評
価
︱
軍
事
組
織
の
生
成
に
関
す
る
一
試
考
︱
」︵『
考
古
学
研
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究
』
第
三
九
巻
第
一
号
、
考
古
学
研
究
会
、
1 

9 

9 

2
年
6
月
︶、
60
頁
。
及
び
、
松
木
武
彦
「
前
期
古
墳
副
葬
鏃
の
成
立
と
展
開
」

︵『
考
古
学
研
究
』
第
三
七
号
第
四
号
、
考
古
学
研
究
会
、
1 

9 

9 

1
年
3
月
︶。
松
木
︵
1 

9 

9 

1
︶
で
の
区
分
は
、
A
類
︵
平
根
系
︶、

B
類
︵
有
稜
系
︶、
C
類
︵
細
根
系
︶。
1 

9 

9 

2
年
以
降
、「
有
稜
系
」
の
呼
称
は
考
古
学
研
究
者
の
間
で
広
汎
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

︵
40
︶　
注
39
の
松
木
論
文
︵
1 

9 

9 

1
︶
に
同
じ
、
41
頁
。

︵
41
︶　
注
38
に
同
じ
、
1 

3 

2
頁
。

︵
42
︶　
津
野
仁
・
内
山
敏
行
「
武
器
・
武
具
・
馬
具
」︵
村
上
恭
通
編
『
モ
ノ
と
技
術
の
古
代
史
　
金
属
編
』、
吉
川
弘
文
館
、
2 

0 

1 

7
年
︶、

70
頁
。
松
木
も
同
様
の
旨
を
指
摘
し
て
い
る
︵
松
木
1 

9 

9 

1
、
43
頁
︶。
実
用
品
と
し
て
の
銅
鏃
は
早
く
に
淘
汰
さ
れ
る
が
、
副
葬
品

と
し
て
も
新
形
態
の
鉄
鏃
に
代
わ
ら
れ
た
背
景
が
あ
る
。
こ
の
点
も
軽
太
子
伝
承
の
造
形
に
影
を
落
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

︵
43
︶　
笹
生
衛
『
神
と
死
者
の
考
古
学
　
古
代
の
ま
つ
り
と
信
仰
』︵
吉
川
弘
文
館
、
2 

0 

1 

6
年
︶、
1 

7 

0 

1 

7 

1
頁
、
1 

8 

5 

1 

8 

7

頁
。

︵
44
︶　
平
林
章
仁
「
名
代
・
子
代
考
」︵『
龍
谷
史
壇
』
第
七
九
号
、
龍
谷
大
学
史
学
会
、
1 

9 

8 

1
年
3
月
︶、
1 

9 

1
頁
。

︵
45
︶　
篠
川
賢
「
国
造
制
と
は
何
か
」︵『
国
造
︵
く
に
の
み
や
つ
こ
︶
─
─
大
和
政
権
と
地
方
豪
族
』
中
央
公
論
新
社
、
2 

0 

2 

1
年
11
月
︶、

88
頁
。

︵
46
︶　
太
田
亮
著
／
丹
羽
基
二
編
『
新
編
姓
氏
家
系
辞
書
』︵
秋
田
書
店
、
1 

9 

7 

4
年
︶、
4 

2 

5
頁
に
記
載
の
あ
る
四
氏
か
ら
。

︵
47
︶　
川
西
宏
幸
「
儀
仗
の
矢
鏃
︱
古
墳
時
代
開
始
論
と
し
て
︱
」︵『
考
古
学
雑
誌
』
第
七
六
巻
第
二
号
、
考
古
学
研
究
会
、
1 

9 

9 

0
年
12

月
︶、
55
頁
、
58
頁
。

︵
48
︶　
松
木
武
彦
「
前
期
古
墳
副
葬
鏃
群
の
成
立
過
程
と
構
成
︱
雪
野
山
古
墳
出
土
鉄
・
銅
鏃
の
検
討
に
よ
せ
て
︱
」︵『
雪
野
山
古
墳
の
研
究
　

考
察
篇
』
八
日
市
市
教
育
委
員
会
、
1 

9 

9 

6
年
3
月
︶、
3 
6 
3
頁
。

︵
49
︶　
加
藤
謙
吉
「
尾
張
氏
・
尾
張
国
造
と
尾
張
地
域
の
豪
族
」︵『
日
本
古
代
の
豪
族
と
渡
来
人
︱
文
献
史
料
か
ら
読
み
解
く
古
代
日
本
︱
』

雄
山
閣
、
2 

0 

1 

7
年
︶、
2 

5 

1
頁
、
2 

6 

3
頁
。︵
初
出
:
同
論
文
、
篠
川
賢
・
大
川
原
竜
一
・
鈴
木
正
信
編
著
『
国
造
制
の
研
究
︱

史
料
編
・
論
考
編
︱
』
八
木
書
店
、
2 

0 

1 

3
年
5
月
︶。

︵
50
︶　
佐
伯
有
清
「
上
毛
野
氏
の
性
格
に
よ
せ
て
」︵『
日
本
歴
史
』
第
一
一
六
号
、
日
本
歴
史
学
会
編
、
吉
川
弘
文
館
、
1 

9 

5 

8
年
2
月
︶、

49
頁
。
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︵
51
︶　
注
46
に
同
じ
。
4 

2 

5
頁
。

︵
52
︶　
直
木
孝
次
郎
「
巨
勢
氏
祖
先
伝
承
の
成
立
過
程
」︵『
日
本
古
代
の
氏
族
と
天
皇
』
塙
書
房
、
1 

9 

6 

4
年
︶︵
初
出
:
「
巨
勢
氏
祖
先

伝
承
の
成
立
過
程
」
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
『
近
畿
古
文
化
論
攷
』
吉
川
弘
文
館
、
1 

9 

6 

3
年
1
月
︶、
80
頁
、
86
頁
。

︵
53
︶　
今
井
啓
一
「
巨
勢
氏
に
つ
い
て
」︵『
日
本
書
紀
研
究
　
第
六
冊
』、
塙
書
房
、
1 

9 

7 

2
年
10
月
︶。

︵
54
︶　
注
52
に
同
じ
、
87
頁
、
88
頁
。『
続
日
本
紀
』
は
継
体
・
安
閑
朝
に
大
臣
と
し
て
奉
職
し
た
「
巨
勢
男
人
」
を
「
雀
部
男
人
」
の
誤
り

と
主
張
す
る
雀
部
朝
臣
真
人
の
訴
え
を
、
族
長
的
地
位
に
い
た
巨
勢
朝
臣
奈
氐
麻
呂
が
証
明
し
、
治
部
省
に
命
じ
て
改
正
さ
せ
た
旨
を
記

載
す
る
。

︵
55
︶　
吉
村
武
彦
「
物
部
氏
本
宗
家
の
滅
亡
」︵『
古
代
王
権
の
展
開
』
集
英
社
、
1 

9 

9 

1
年
︶、
85
頁
。

︵
56
︶　
鎌
田
純
一
『
先
代
舊
事
本
紀
の
研
究
　
研
究
の
部
』︵
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
︶、︵
吉
川
弘
文
館
、
2 

0 

1 

3
年
︶、
87
頁
︵
初
出
:
同
書
、

吉
川
弘
文
館
、
1 

9 
6 
2
年
︶。
松
田
章
一
「
古
事
記
に
お
け
る
物
部
伝
承
の
考
察
」︵『
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
　
文
学
篇
』
金
沢
大

学
法
文
学
部
、
1 

9 

6 

3
年
3
月
︶。

︵
57
︶　
篠
川
賢
『
物
部
氏
　
古
代
氏
族
の
起
源
と
盛
衰
』︵
吉
川
弘
文
館
、
2 

0 

2 

2
年
︶、
2 

5 

2
頁
。

︵
58
︶　『
新
撰
姓
氏
録
』
布
留
宿
禰
の
条
か
ら
、
蘇
我
氏
が
石
上
神
宮
や
物
部
氏
配
下
の
者
達
を
管
掌
下
に
置
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

︵
59
︶　
辻
憲
男
「
軽
太
子
の
物
語
─
─
記
紀
の
あ
い
だ
─
─
」『
親
和
女
子
大
学
研
究
論
叢
』
十
九
号
、
親
和
女
子
大
学
、
1 

9 

8 

6
年
2
月
︶。

︵
60
︶　
主
な
論
考
は
以
下
の
通
り
。
津
田
左
右
吉
「
上
代
の
部
の
研
究
」︵『
津
田
左
右
吉
全
集
　
第
三
巻
』、
岩
波
書
店
、
1 

9 

6 

3
年
︶。
直

木
孝
次
郎
「
物
部
連
に
関
す
る
二
、
三
の
考
察
」︵『
日
本
書
紀
研
究
　
第
二
冊
』、
堤
書
房
、
1 

9 

6 

6
年
︶。

︵
61
︶　
主
な
論
考
は
以
下
の
通
り
。
折
口
信
夫
「
は
ち
ま
き
の
話
」︵『
折
口
信
夫
全
集
　
第
三
巻
』、
中
央
公
論
社
、
1 

9 

9 

5
年
︵
初
出
:

「
考
古
学
会
例
会
講
演
記
」
1 

9 

2 

6
年
6
月
︶。

︵
62
︶　
主
な
論
考
は
以
下
の
通
り
。
横
田
健
一
「
物
部
氏
祖
先
伝
承
の
一
考
察
─
─
五
十
瓊
敷
皇
子
の
物
語
考
─
─
」︵『
日
本
書
紀
研
究
　
第

八
冊
』、
塙
書
房
、
1 

9 

7 

5
年
1
月
︶。
注
45
の
篠
川
著
書
。

︵
63
︶　
注
62
の
横
田
論
文
に
同
じ
、
4 

4 

3
頁
。

︵
64
︶　
注
55
に
同
じ
、
85
頁
。

︵
65
︶　
注
46
に
同
じ
。
1 

2 

7 

7
頁
、
1 

2 

8 

0
頁
、
1 

3 

1 

1
頁
。
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︵
66
︶　
注
5
に
同
じ
。
1 

8 

8 

1 

9 

0
頁
。

︵
67
︶　
山
路
平
四
郎
「
木
梨
之
軽
太
子
物
語
に
つ
い
て
─
─
古
代
物
語
の
形
成
と
展
開
─
─
」︵『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第

十
二
輯
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
理
想
社
、
1 

9 

6 

6
年
12
月
︶。
48

49
頁
。

︵
68
︶　
折
口
信
夫
「
国
文
学
の
発
生
︵
第
三
稿
︶」︵『
折
口
信
夫
全
集
　
第
一
巻
』、
中
央
公
論
社
、
1 

9 

9 

5
年
︶、
15

17
頁
︵
初
出
:
同
論

文
『
民
族
』
第
四
巻
第
二
号
、
1 

9 

2 

9
年
1
月
︶。

︵
69
︶　
注
68
に
同
じ
。
17

18
頁
。

︵
70
︶　
小
島
憲
之
、
直
木
孝
次
郎
、
西
宮
一
民
、
蔵
中
進
、
毛
利
正
守 

校
注
・
訳
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
3
」『
日
本
書
紀
②
』︵
小
学

館
、
1 

9 

9 

6
年
︶、
1 

3 

1 

1 

3 

3
頁
。

︵
71
︶　
注
59
に
同
じ
、
61
頁
。
ま
た
、
阿
部
誠
な
ど
が
論
考
内
で
そ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
︵
阿
部
誠
「
記
紀
軽
太
子
穴
穂
皇
子
皇
位
争
い
伝

承
に
つ
い
て
─
─
そ
の
構
成
の
相
違
と
意
図
─
─
」︵『
日
本
文
学
論
究
』
第
四
十
四
冊
、
國
學
院
大
學
國
語
國
文
學
會
、
1 

9 

8 

5
年
1

月
︶。

︵
72
︶　
注
26
の
守
屋
論
考
に
同
じ
。
4 
1 
8
頁
、
4 

2 

0
頁
。

︵
73
︶　『
日
本
書
紀
』
崇
峻
天
皇
即
位
前
記
に
、
渋
河
の
地
に
物
部
守
屋
の
屋
敷
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
物
部
氏
の
本
拠
地

は
河
内
国
渋
川
郡
で
あ
っ
た
と
す
る
説
を
採
用
す
る
研
究
者
が
多
い
。

︵
74
︶　
日
野
宏
『
物
部
氏
の
拠
点
集
落
　
布
留
遺
跡
』︵
新
泉
社
、
2 

0 

1 

9
年
︶、
29

30
頁
、
56

57
頁
、
89

90
頁
。

︵
75
︶　
注
74
に
同
じ
、
37
頁
。

︵
76
︶　
注
74
に
同
じ
、
91
頁
。

︵
77
︶　
花
田
勝
広
「
布
留
遺
跡
の
工
房
と
工
人
集
団
」︵『
古
代
の
鉄
生
産
と
渡
来
人
─
─
倭
政
権
の
形
成
と
生
産
組
織
─
─
』
雄
山
閣
、

2 

0 

0 

2
年
︶、
61
頁
。
中
久
保
辰
夫
は
、「
布
留
遺
跡
の
古
墳
時
代
集
落
」︵
注
79
に
同
じ
︶
に
お
い
て
、「
三
島
︵
三
島
神
社
・
鏡
池
︶

地
区
に
鍛
冶
、
馬
飼
、
玉
作
、
紡
織
、
土
器
製
作
と
い
っ
た
複
合
工
房
群
が
稼
働
し
︵
中
略
︶、
後
期
に
か
け
て
発
展
す
る
。」
と
指
摘
す

る
︵
1 

1 

0
頁
︶。
鍛
冶
工
房
は
そ
の
工
房
の
一
つ
で
あ
る
。

︵
78
︶　
注
77
の
花
田
著
書
に
同
じ
。
1 

2 

8
頁
、
3 

5 

1
頁
。

︵
79
︶　
中
久
保
辰
夫
「
布
留
遺
跡
の
古
墳
時
代
集
落
」︵『
大
和
布
留
遺
跡
に
お
け
る
歴
史
的
景
観
の
復
元
　
研
究
紀
要
第
24
集
』　
抜
粋
、
公
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益
財
団
法
人
　
由
良
大
和
古
代
文
化
研
究
会
、
2 

0 

2 

0
年
6
月
︶、
1 

1 

4
頁
。

︵
80
︶　
注
1
の
西
宮
論
考
に
同
じ
。
10─

11
頁
。

︵
81
︶　
亀
井
輝
一
郎
「
石
上
神
宮
と
忍
坂
大
中
姫
」︵『
日
本
書
紀
研
究
　
第
十
三
冊
』、
塙
書
房
、
1 

9 

8 

5
年
3
月
︶、
1 

1 

8 

1 

1 

9
頁
。

︵
82
︶　
柳
田
國
男
「
風
位
考
」︵『
定
本
　
柳
田
國
男
集
第
二
十
巻
』
筑
摩
書
房
、
1 

9 

7 

0
年
︶、
2 

4 

0
頁
。︵
初
出
:
同
論
文
、
1 

9 

4 

2

年
7
月
︶。
柳
田
は
、
ア
ナ
シ
の
字
義
を
〈
ア
ナ
︵
感
嘆
詞
︶
＋
シ
・
ジ
︵
風
︶〉
と
解
釈
し
て
い
る
。

︵
83
︶　
香
取
秀
眞
「
金
文
に
現
れ
た
る
鑄
師
の
本
貫
」︵『
考
古
学
雑
誌
』
第
二
七
巻
第
一
号
、
吉
川
弘
文
館
、
1 

9 

3 

7
年
1
月
︶、
3
頁
。

︵
84
︶　
大
宮
守
誠
「
穴
師
及
び
兵
主
社
に
就
い
て
」︵『
歴
史
地
理
』
第
73
巻
第
7
号
、
日
本
歴
史
地
理
学
会
、
1 

9 

3 

9
年
6
月
︶。
他
に
松

倉
文
比
古︶

88
︵

や
菱
沼
勇
︵『
武
蔵
国
式
内
社
の
歴
史
地
理
』
菱
沼
勇
著
書
刊
行
会
、
1 

9 

6 

6
年
︶、「
新
編
全
集
」『
日
本
書
紀
』
等
も
同
様

に
解
し
て
い
る
。

︵
85
︶　
志
賀
剛
「
穴
師
と
日
置
」︵『
神
道
史
研
究
』
第
七
巻
第
五
号
、
1 

9 

5 

9
年
7
月
︶、
2 

7 

8
頁
。

︵
86
︶　
谷
川
健
一
「
銅
を
吹
く
人
」︵『
青
銅
の
神
の
足
跡
』
集
英
社
、
1 

9 

8 

9
年
︶、
51
頁
。
伊
吹
山
の
風
と
金
属
精
錬
の
関
係
を
指
適
す

る
文
脈
か
ら
の
引
用
。

︵
87
︶　
置
田
雅
昭
「
禁
足
地
の
成
立
」︵
和
田
萃
編
『
大
神
と
石
上
』
筑
摩
書
房
、
1 

9 

8 

8
年
︶、
1 

0 

3
頁
。

︵
88
︶　
松
倉
文
比
古
「
神
社
と
神
祇
伝
承
」︵『『
日
本
書
紀
』
の
天
皇
像
と
神
祇
伝
承
』
雄
山
閣
、
2 

0 

0 

9
年
︶、
2 

7 

1
頁
。

︵
89
︶　
下
中
邦
彦
編
「
日
本
歴
史
地
名
大
系
　
第
三
〇
巻
」『
奈
良
県
の
地
名
』︵
平
凡
社
、
1 

9 

8 

1
年
︶、「
天
理
市
」
項
。
6 

9 

1
頁
。

︵
90
︶　
天
岩
戸
神
話
の
記
述
を
例
に
あ
げ
る
と
、
製
作
物
の
一
つ
で
あ
る
「
日
の
像
の
鏡
︵『
記
』
で
は
「
鏡
」︶」
の
素
材
に
つ
い
て
、『
先
代

旧
事
本
紀
』
や
『
古
語
拾
遺
』
が
「
銅
」
と
記
す
の
に
対
し
、『
古
事
記
』
は
「
鉄
」
と
記
し
て
い
る
。『
モ
ノ
と
技
術
の
古
代
史
金
属

編
』
に
よ
る
と
、
ガ
ラ
ス
鏡
が
普
及
す
る
ま
で
は
、
鏡
の
素
材
に
青
銅
が
使
用
さ
れ
る
の
が
世
界
的
な
傾
向
で
あ
っ
た
と
い
う
︵
注
42
に

同
じ
。
1 

4 

7
頁
︶。
道
具
を
製
作
す
る
品
部
を
管
掌
し
た
物
部
氏
、
忌
部
氏
に
ま
つ
わ
る
文
献
が
鏡
の
素
材
を
正
確
に
記
し
て
い
る
反

面
、『
記
』
が
そ
の
点
を
考
慮
し
て
い
な
い
点
は
注
視
さ
れ
る
。

〔
付
記
〕

　
本
稿
は
、
令
和
四
年
度
古
事
記
学
会
・
風
土
記
研
究
会
合
同
大
会
︵
於
オ
ン
ラ
イ
ン
︶
に
お
け
る
口
頭
発
表
の
内
容
を
補
訂
し
た
も
の
で
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す
。
御
指
導
を
賜
り
ま
し
た
先
生
方
に
、
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
准
教
授
、
深
澤
太
郎
先
生
に
、

考
古
学
研
究
に
関
す
る
知
見
を
御
教
授
賜
り
ま
し
た
。
重
ね
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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The A

llegory of inserted notes in “ The Tale of K
aru-no-m

iko”  in “ K
ojiki”  

─
─The M

eaning of the M
etallic N

otation.

C
H

O
, M

inako
　In the K

ojiki (R
ecords of A

ncient M
atters), the Em

peror Ingyo’ s A
rticle, there is a tragic love story of the C

row
n Prince 

of Em
peror Ingyo (Prince K

aru-no-m
iko) and his half-sister (K

aru-no-ō -iratum
e). Since this tale includes as m

any as 12 
poem

s, studies on the lyricism
 of the tale and its subject m

atter have been actively conducted.

　O
ne of the features of the Tale of the Prince K

aru-no-m
iko is its detailed order concerning w

eapons. A
lthough the 

K
ojiki often describes political struggles, the details of w

eapons, dow
n to the m

etal m
aterials used for arrow

s, are only 
described in the story in the Em

peror Ingyo’ s A
rticle.

　It is notew
orthy that the “ K

aru arrow
s”  m

ade by the m
ain character in the story, K

aru-no-m
iko, are specified as being 

m
ade of copper. In contrast, the “ A

naho arrow
”  m

ade by Prince A
naho, the antagonist of K

aru-no-m
iko, is described as an 

“ arrow
 of the present tim

e,”  w
hich is taken to refer to “ an arrow

head m
ade of iron. B

y the order, it can be said that the 
tw

o types of m
aterials that m

ake up the arrow
, “ copper”  and “ iron,”  are contrasted.

　W
hy w

as it necessary to describe the m
aterials of the arrow

s and the details of the w
eapons? In this paper, w

e focus on 
the “ the storyteller’ s,”  w

hich is said to have passed dow
n the traditions of the Prince K

aru-no-m
iko before the story w

as 
established, and exam

ine the peculiarity of the order’ s em
phasis on the tw

o m
etals, copper and iron, w

ith reference to the 
clans that controlled them

, the positions they held, and the nature of the region in w
hich the story takes place.

　A
s a result, the author w

ere able to clarify that the occupation of the storyteller’ s (funeral rites) had a deep relationship 
w

ith copper arrow
heads, and that the area w

here the aristocrats w
ho took control of them

 lived w
as an iron-producing 

region, and that the description of the aristocrats’  assistance to Prince A
naho, w

ho w
as hostile to the hero, im

plies a 
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relationship betw

een Prince A
naho and iron.

　This story show
s how

 the fictional “ K
ojiki”  story w

as incorporated w
ith archaeological historical facts and the history 

told by the clans, and developed into a m
ore profound story.

︵
日
本
語
日
本
文
学
専
攻
　
博
士
後
期
課
程
三
年
︶




